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本市では，以下の施策体系に基づき施策・事業等を進めます。 
 

＜基本目標＞ 

大施策【柱】 中施策【施策】 小施策【取組】 

柱１ 福祉意

識の醸成と支

え合いの環境

づくりの推進 

１ 啓発・広報活動の充実 
1 障害への理解を深めるための啓発の充実 

2 福祉教育の充実 

２ 協働による福祉活動の充実 
1 ボランティア活動の推進 

2 障害関係団体との連携強化 

３ 障害理解推進を支える拠

点機能の整備 
1 障害理解推進を支える拠点機能の整備 

柱２ 情報提

供・相談，権

利擁護体制の

確立 

１ 情報提供・意思疎通支援

の充実 

1 情報提供の充実 

2 意思疎通支援の充実 

２ 相談支援・ケアマネジメ

ント体制の充実 

1 相談支援体制の充実 

2 ケアマネジメント体制の充実及び地域移行・地域

定着の推進 

３ 権利擁護体制の充実 

1 虐待防止体制の充実 

2 成年後見制度の利用支援 

3 障害者差別解消法の周知及び相談体制の構築 

柱３ 暮らし

を支えるサー

ビスの充実 

１ 地域生活を支える場の拡充 
1 地域生活支援拠点の整備と体制の構築 

2 多様な住まいの確保と居住の支援 

２ 日常生活の支援 

1 在宅サービスの充実 

2 障害者の外出支援の推進 

3 緊急時対応サービスやレスパイトの強化 

柱４ 誰もが

働きやすく，

活動しやすい

環境づくりの

推進 

１ 就労支援体制の充実 

1 就労支援体制の充実 

2 職場定着支援の充実 

3 工賃向上の取組強化 

２ スポーツ・芸術文化活動

等の推進 

1 スポーツ・芸術文化活動への参加促進 

2 生涯学習活動への参加促進 

柱５ 子ども

の成長への支

援 

１ 保健・療育等の充実 
1 障害の早期発見から健やかな育成のための療育支援 

2 こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 

２ 学齢期への支援の充実 
1 インクルーシブ教育システムの構築 

2 放課後等支援の充実 

柱６ 健康・

医療体制の充

実 

１ 健康管理等の支援 
1 健康管理等の支援 

2 専門職によるサービス利用・リハビリ相談 

２ 医療・ケア体制の充実 

1 医療的ケアの支援体制の構築 

2 公費負担医療による負担軽減の実施 

3 障害児者の歯科診療・歯科保健の実施 

３ 精神保健の充実 
1 専門的体制と相談支援の強化 

2 精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

柱７ 安全・

安心な生活環

境の整備 

１ 安全対策（防災，防犯等）

の推進 

1 災害や緊急時等の対策の推進 

2 防犯体制の充実 

２ 福祉のまちづくり 
1 バリアフリー化等の推進 

2 公共交通の利便性の確保 
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柱１ 

福祉意識の醸成と支え合いの環境づくりの推進 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者差別解消法の施行に伴い，差別の禁止が徹底されるとともに，「障害」に対する市

民理解がより一層求められていることから，市民や事業者，行政等関係機関への「障害」

の理解・普及啓発，広報活動や，福祉教育の充実を図ります。 

また，身近な場所での福祉意識の醸成を図るため，学校等の教育部門や，地域活動を担

う団体等と連携し，障害の有無にかかわらず，広く社会参加が果たせる環境づくりに取り

組みます。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 啓発・広報活動の充実 

  
  

取組１ 障害への理解を深めるための啓発の充実 ①～④ 
  
   
  

取組２ 福祉教育の充実 ①～③ 
  

 

施策２ 協働による福祉活動の充実 

  
  

取組１ ボランティア活動の推進 ① 
  
   
  

取組２ 障害者関係団体との連携強化 ①～② 
  

 

施策３ 障害理解推進を支える拠点機能の整備 

  
  

取組１ 障害理解推進を支える拠点機能の整備 ① 
  

柱
１ 

福
祉
意
識
の
醸
成
と
支
え
合
い
の
環
境
づ
く
り
の
推
進 
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施策１ 啓発・広報活動の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 「障害」に対する理解促進・意識啓発を図り，「共生」の意識づくりを進め

ます。 

▶ 福祉教育の充実等により，障害があっても差別を受けることなく，安心して

地域で暮らせる環境づくりを推進します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 障害への理解を深めるための啓発の充実 

市では，啓発冊子の配布や障害者週間にあわせた障害理解を深めるための広報掲載等を

実施していますが，アンケート調査では，7 割以上の人が障害者差別解消法を知らないと

いう結果になりました。また，障害への理解を深めるために，「市や社会福祉協議会等の情

報誌の充実」を図って欲しいという意見があり，ヒアリング調査では，「市職員に対する障

害理解を進める」ことへの必要性が挙げられています。 

また，市や柏市社会福祉協議会では，障害への理解を深めるために，障害者理解・啓発

イベント，障害者地域交流推進事業や障害関係団体との協働事業などを実施していますが，

ヒアリング調査からは，地域での障害理解事業について促進を図ることを求められており

ます。 

以上から，障害への理解を深めるための啓発の充実が必要です。 

⇒ 取組１（51 ページ） 

 

 

 

 

 

■ 福祉教育の充実 

これまで福祉教育推進校の指定等を通じて，市内小中学校の特色に応じた福祉教育に取

り組むなど交流や体験を通した福祉教育を実施してきましたが，アンケート調査では，差

別や偏見をなくすために必要なこととして「学校での福祉教育の充実」という回答が全体

の半数近くを占めていました。 

従って，子どもの頃から福祉への理解を深める取組が必要です。 

⇒ 取組２（53 ページ） 

障害者差別解消法は，2016年度から施行され，

（1）「差別的取扱い」の禁止，（2）合理的配慮不

提供の禁止，（3）具体的な対応と実効性の確保 

などが求められています。 
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取組１ 障害への理解を深めるための啓発の充実 

本市では引き続き，障害の有無にとらわれない地域社会を目指すため，さまざまな媒体

や手段を効果的に活用して，積極的な啓発活動を展開し，市民や団体，市職員等も含めた

理解促進・意識啓発に取り組みます。 

 

① 啓発冊子等の配布・活用 〔広報かしわ〕 

概 要 と 

方 針 

広報紙，ホームページ，パンフレットなどによ

り，福祉情報の提供と理解促進を図ります。 

 

関連事業 

○広報紙，パンフレットなどによる福祉情報の提供 

○広報紙，ホームページにおける障害啓発情報の提供 

○災害時障害者支援ハンドブックの配布 

○地域福祉の情報紙『紙ひこうき』の発行 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○外社会福祉協議会 

 

② 地域での障害理解の推進 〔地域での交流を促進〕 

概 要 と 

方 針 

地域における障害者との交流や理解を広げる

ための講座等を開催します。 

 

関連事業 

○地域出前講座の実施 

 

〇交通事業者が実施するバリアフリー交通教室への支援 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○土交通政策課 

 

障害の種類とは… 

障害と一概に言っても，いろいろな種類があります。障害者と健常者が地域で一緒

に暮らしていくために，何よりも大切なのが障害について理解すること。決して「変

わっている人・みんなと違う人」ではないのです。 

①身体障害…目や耳が不自由，手足の欠損，体が動かしにくい，体の内部機能が弱い 

②知的障害…知的な発達に遅れがあり，コミュニケーションが取りにくい 

③精神障害…不安を多く持っていたり，人付き合いの時に緊張したりすることがある 

その他の障害として，発達障害，高次脳機能障害，難病があります。 
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③ 障害者理解・啓発イベントの実施 〔夢コンサート〕 

概 要 と 

方 針 

関係団体と協働で障害者理解を促進するイベ

ントを実施します。また，関係団体，事業者が行

うイベントを積極的に紹介し，後援します。 

主 な 

事 業 
◇障害理解・啓発イベントの実施（○福障害福祉課） 

 

関連事業 

○「福祉の心」作品展 ○外社会福祉協議会 

 

「「福祉の心」作品展」 

本市では，市社会福祉協議会が主催する「福祉の心作品展」

を開催しています。 

作品展は，次世代を担う子どもたちに，福祉への関心や理

解を深めてもらう機会とするとともに，優れた作品を展示す

ることを通じて，地域社会に対しても，広く福祉の心を広げ

ていくことを目的に開催しています。出品対象者は，柏市内の小学校及び中学校に在

籍する児童・生徒となっており，毎年，柏市住民福祉大会において表彰が行われてい

ます。 

 

 

④ 市職員や教職員の障害者理解の促進 〔保健福祉部勉強会〕 

概 要 と 

方 針 

市職員や教職員の障害への理解を深めること

を目的とした研修を実施します。 

 

関連事業 

○保健福祉部門職員研修 

○市職員向け障害者差別解消研修 

○教職員向け特別支援教育に関する研修 

○福福祉政策課 

○総人事課 

○教教育研究所 
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取組２ 福祉教育の充実 

障害の有無にとらわれない共生意識の醸成を図り，子どもから大人まで福祉への理解を

深めていけるよう，交流や体験を通した福祉教育の充実を促進します。 

 

① 学校，地域の場における福祉教育の充実 〔福祉体験学習〕 

概 要 と 

方 針 

福祉施設への訪問，障害者との交流，ボランテ

ィア体験など，地域ぐるみで市内小・中・高等学

校の特色に応じた福祉教育を充実します。 

 

関連事業 

○福祉教育指定校，福祉教育推進指定団体への支援 

（福祉教育パッケージ指定） 

 

○福祉教育普及パンフレット「ふくしの種」の配布 

○障害者スポーツ体験交流事業（2017年～３ヵ年の予定） 

○各学校における福祉教育の実施 

○教指導課 

○地地域支援課 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

○教教育研究所 

○教各学校 

 

② 体験を通した障害理解の推進 〔光ケ丘地域ふれあい祭り〕 

概 要 と 

方 針 

体験を通して障害理解を深めていきます。 

 

関連事業 

○福祉体験への支援 

○夏季ボランティア体験（夏ボラのススメ） 

○福祉体験講座 

○釜のめしキャンプ，釜のめし・おもちゃ図書館 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

○こ子育て支援課 

 

③ 生涯学習における福祉教育の充実 〔市民講座〕 

概 要 と 

方 針 

公民館による市民講座等のメニューの一つと

して，障害者福祉等に関する市民向けの講演会等

を開催します。 

 

関連事業 

○市民講座等における講演会の開催 ○教公民館 
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施策２ 協働による福祉活動の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ ボランティアの担い手を育成することで，市民の福祉への理解を深め，福祉

活動への参加を促進します。 

▶ 障害者や障害者団体の地域における理解と交流を促進し，「心のバリアフリ

ー」の実現を図ります。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ ボランティア活動の推進 

2016 年 6 月に閣議決定されたニッポン一億総活躍プランにて，「地域共生社会の実現」

を目指すことが定められました。アンケート調査でも，差別や偏見をなくすために必要な

こととして，「福祉施設と地域の交流を深める」ことが求められています。 

障害者が地域生活を続けていくうえで，保健・医療・福祉サービスの担い手とともに，

ボランティアや NPO による支えも不可欠です。 

⇒ 取組１（55 ページ） 

 

 

 

 

 

 

■ 障害者団体等との連携強化 

社会福祉協議会では，「地域健康福祉活動計画」に基づき，地区単位での懇談や行事等を

通して，障害者団体と地域住民が関わるなど，相互の交流を図る機会を作っています。 

一方で，障害者が社会参加を進める際や自分の意見を社会に向けて発信していく時には

お互いの立場や考えが分かり合える団体の存在が貴重で，障害者団体との連携を強化する

必要があります。 

⇒ 取組２（56 ページ） 

ニッポン一億総活躍プランとは，少子高齢化の問題に

対して，「誰もが生きがいを感じられる社会」を創るため，

あらゆる場で，誰もが活躍できる，いわば全員参加型の

社会（地域共生社会）の仕組みづくりを目指す計画です。 
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取組１ ボランティア活動の推進 

障害の有無にかかわらず，地域に暮らす誰もが自分らしく自立した生活を送るためには，

地域の中でお互いに交流し，支え合っていくことが重要です。さまざまなボランティア講

座を通じて障害があってもかけがえのない存在であることを認め，障害者に対して分け隔

てなく接することができる人を増やしていきます。 

また，地域の中で交流する場をつくることで，障害者の社会参加を促進します。 

 

① 障害者支援ボランティアの担い手の育成 〔ボランティア養成講座〕 

概 要 と 

方 針 

障害者を支援するボランティア育成のための

各種講習会を実施するとともに，講習会修了者に

活動への積極的な参加を働きかけ，ボランティア

の担い手を確保します。 

主 な 

事 業 

◇障害者支援ボランティア養成講座の開催（○福障害福祉課，○保保健予防課，

○外社会福祉協議会） 

 

「柏市ボランティアセンター」 

柏市社会福祉協議会では，ボラ

ンティアセンターを設置しており，

ボランティアに関するあらゆる相

談窓口として機能しています。 

また，福祉（障害等）について

考える冊子として，「ふくしの種」

の発行や，精神保健ボランティア

講座の開催など，障害福祉に携わ

るボランティアの育成・発掘に取

り組んでいます。 
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取組２ 障害関係団体との連携強化 

障害者団体の自主的な活動が円滑に行われ，団体から積極的に情報発信していけるよう

実施事業に対する支援を継続していきます。 

また，障害者，障害者団体が地域において参加・交流できる機会を設けていきます。 

 

① 障害者団体への支援  

概 要 と 

方 針 

市は，障害者団体による障害福祉の普及啓発事業，社会参加促進事業等

を対象に事業費に係る補助をします。また，社会福祉協議会では，福祉意

識の啓発や地域福祉の活動を実践する非営利団体に助成します。 
 

関連事業 

○障害者団体への支援 

○当事者団体・福祉団体活動助成 

○地域課題解決活動助成 

○福障害福祉課 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

 

② 障害者団体との情報交換・連携強化 〔障害者団体連絡協議会〕 

概 要 と 

方 針 

柏市心身障害者福祉連絡協議会，かしわ障害者を

むすぶ会，柏市障害関係施設連絡会等との懇談会等

を開催し，各団体と市とで情報交換を行います。 

 

関連事業 

○障害者団体とのネットワークの形成 

 

○障害者団体連絡会運営支援事業 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

「柏市心身障害者福祉連絡協議会」と「かしわ障害者をむすぶ会」 
 

「柏市心身障害者福祉連絡協議会（柏障連）」とは，障害当事者や親の会である柏

市手をつなぐ育成会，柏市肢体不自由児（者）を育てる会，柏市視覚障害者協会，柏

市聴覚障害者協会，精神障害者家族会よつば会，柏市自閉症協会の 6 団体が集まっ

た連合組織のことです。 

「かしわ障害者をむすぶ会」とは，市内の障害者支援団体の連合会です。社会福祉

法人から任意団体まで，本市で障害者支援支援に携わる様々な立場の方々が集まり，

支援の現場としての意見の集約を図る場となっています。 
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施策３ 障害理解推進を支える拠点機能の整備 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者が活動し，障害への理解推進を支える拠点となる場の整備を行います。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 障害理解推進を支える拠点機能の整備 

本市の福祉拠点の一つである教育福祉会館では，1 階と 2 階を福祉会館として，社会福

祉協議会ボランティアセンター，障害福祉就労支援センター，中央老人福祉センター，地

域福祉センターが設置されています。 

しかし，近年の調査により耐震性能が不足しており，本計画期間中に，耐震補強にあわ

せて，老朽化した設備などを更新した大規模改修を予定しています。 

福祉会館はこれまで，各分野別に福祉活動を実施していましたが，リニューアルにあわ

せ，時代にあった新たな福祉事業を行う場として整備を行うことで，障害への理解推進を

支える拠点として位置づけることを求められています。 

⇒ 取組１（57 ページ） 

 

 

取組１ 障害理解推進を支える拠点機能の整備 

共生社会に向けて，障害者が活動したり，障害への理解推進を地域へ発信する拠点の場

として，教育福祉会館の整備を耐震改修工事に併せて行います。 

 

① 障害理解推進を支える拠点機能の整備 〔教育福祉会館〕 

概 要 と 

方 針 

教育福祉会館について，耐震改修工事に併せ，

障害があってもなくても，それぞれの世代が一堂

に会して交流できる施設となるよう整備します。 

主 な 

事 業 

◇教育福祉会館耐震改修等工事新規（○教公民館，○福社会福祉課，○福高齢

者支援課，○福障害福祉課） 
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評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱１ 福祉意識の醸成と支え合いの環境づくりの推進】 

事 業 № １ 理解促進研修・啓発事業 （第４章 障害福祉計画 ｐ160） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 方 針 
市民に対して，障害者等に対する理解を深めるため，講座開催，事業所訪問，

イベント開催，広報活動などの研修・啓発事業を行います。 

指 標 の 説 明 市民に対する障害理解促進研修・啓発の取組の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

理解促進研修・啓発事業 実施有無 有 有 有 有 有 

 

事 業 № ２ 自発的活動支援事業 （第４章 障害福祉計画 p160） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 方 針 
障害者等やその家族，市民等が自発的に行う活動（災害対策，孤立防止活動支

援，社会活動支援，ボランティア活動支援）に対して支援を行います。 

指 標 の 説 明 自発的活動支援の充実度を図る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

自発的活動支援事業 実施有無 有 有 有 有 有 
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柱２ 

情報提供・相談，権利擁護体制の確立 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者が一市民として地域で暮らし，社会参加していくためには，必要な情報を受けら

れるようさまざまな配慮が必要です。広報やホームページなどの情報伝達媒体を積極的に

活用するとともに，意思疎通支援を充実させるなど，適切な情報提供を図ります。 

また，生活上のさまざまな相談や福祉サービスの利用に関する相談など，身近な場所で

気軽に相談でき，問題の解決が図れるよう相談支援・ケアマネジメント体制の構築を図り，

地域内ネットワークとして包括的な支援につながる体制づくりを図ります。 

さらに，障害者虐待の防止や早期発見に向けた相談体制の充実，意思決定が困難な障害

のあるかたへの成年後見制度の利用促進，差別解消など，障害者の権利擁護体制の充実を

図ります。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 情報提供・意思疎通支援の充実 

  
  

取組１ 情報提供の充実 ①～② 
  
   
  

取組２ 意思疎通支援の充実 ①～② 
  

 

施策２ 相談支援・ケアマネジメント体制の充実 

  

  
取組１ 相談支援体制の充実 ①～② 

  
   

  取組２  ケアマネジメント体制の充実及び地域移
行・地域定着の推進 

①～② 
  

 

施策３ 権利擁護体制の充実 

  
  

取組１ 虐待防止体制の充実 ①～③ 
  
   
  

取組２ 成年後見制度の利用支援 ①～② 
  
   
  

取組３ 障害者差別解消法の周知及び相談体制の構築 ① 
  

柱
２ 

情
報
提
供
・
相
談
，
権
利
擁
護
体
制
の
確
立 
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施策１ 情報提供・意思疎通支援の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者に対して，適切な情報伝達を図ります。 

▶ 障害者の意思疎通支援の充実を図ります。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 情報提供の充実 

アンケート調査では，「市等の情報提供を充実させるために必要なこと」として，「障害

福祉のしおりの内容を充実」「市や社会福祉協議会等の情報誌をより充実」「文字を大きく

し，広報をより読みやすくする」という回答が多く挙げられています。 

また，「情報を必要とするかたに確実に届く仕組み」と，「求められた情報を確実に提供

できる仕組み」として，広報やホームページなどの情報伝達媒体を積極的に活用した情報

提供を行うとともに，あらゆる障害に対応した適切な情報伝達を検討し，情報提供の内容

を充実させる必要があります。 

⇒ 取組１（61 ページ） 

 

■ 意思疎通支援の充実 

障害者総合支援法の施行により地域社会の共生の実現に向けて，意思疎通支援の強化が

図られました。本市では，手話通訳者・要約筆記者の派遣や窓口への手話通訳者の設置を

行うとともに，2014 年度からは，千葉県と千葉市，船橋市と協力し，盲ろう者向けに通

訳・介助員の派遣事業を行っています。 

地域社会の共生と合理的配慮の観点から，意思疎通支援の強化を図る必要があります。 

⇒ 取組２（62 ページ） 

 

 

 

 

 

聴覚に障害のある方の意思疎通のために使われ

る，手話等（手話，筆談等）を普及するための「千

葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」が，

2017 年 6 月 28 日から施行されました。 
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取組１ 情報提供の充実 

紙媒体，インターネット，電話・ファックスなど多様な情報媒体を通じて積極的に情報

提供を行います。また，社会福祉協議会をはじめ社会福祉法人，ＮＰＯ法人など，サービ

ス提供事業者が多様化していることに伴い，これらの団体と連携を密にし，適切な情報受

発信に努めます。さらに，障害者差別解消法の合理的配慮の理念に基づき，障害者に配慮

した情報伝達を推進します。 

 

① 情報提供の充実 〔障害福祉のしおり〕 

概 要 と 

方 針 

障害者やその家族に迅速にわかりやすく，正確

な情報を提供します。 

また，フェイスブックやツイッターなどを活用

し，関係団体との情報受発信を密に行うよう努め

ていきます。 

主 な 

事 業 
◇『障害福祉のしおり』の発行（○福障害福祉課） 

 

関連事業 

○団体・施設，事業所一覧の配布 

○広報紙・インターネット等による多様な情報受発信 

 

 

○地域福祉の情報紙『紙ひこうき』の発行（再掲） 

○柏市地域生活支援センターあいネット広報紙『「じんけん」ぽん』の発行 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○地広報広聴課 

○外社会福祉協議会 

○福生活支援課 

 

② 障害に配慮した情報提供の充実 〔点字広報・声の広報〕 

概 要 と 

方 針 

『広報かしわ』では障害者に配慮した紙面構成を

目指すとともに，ホームページでも障害者に向けて

迅速でわかりやすい情報を発信するウェブアクセ

シビリティに配慮したページづくりを行います。 

また，刊行物など障害に配慮した情報発信ルート

を確保するとともに，専門的情報提供に従事する人材育成を図ります。 
 

関連事業 

○障害者にも見やすい広報紙づくり 

○障害者も情報の得やすいホームページづくり 

○音声版等の活用 

○点字広報・声の広報の発行 

○点訳奉仕員，朗読奉仕員養成講座の開催 

○地広報広聴課 

○地広報広聴課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 
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取組２ 意思疎通支援の充実 

障害者の日常生活におけるスムーズなコミュニケーションのために，手話通訳者・要約

筆記者の派遣などの意思疎通支援を推進します。 

また，意思疎通支援に携わる人材の育成を充実させます。 

 

① 意思疎通支援事業の推進 〔手話通訳・要約筆記対応窓口〕 

概 要 と 

方 針 

聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障害

のため意思の疎通を図ることに支障がある人に

手話通訳者，要約筆記者等の派遣等を行い，意思

疎通の支援を行います。 

主 な 

事 業 
◇手話通訳者・要約筆記者の派遣（○福障害福祉課） 

 

関連事業 

○盲ろう者向け通訳・介助員の派遣 

○窓口への手話通訳者の設置 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

 

② 意思疎通支援従事者の養成 〔手話通訳者養成講座〕 

概 要 と 

方 針 

養成講座を開催し，意思疎通支援に従事する人

材を養成します。 

 

関連事業 

○手話奉仕員養成講座の開催 

○手話通訳者・要約筆記者養成講座の開催 

○盲ろう者向け通訳・介助員養成研修の開催 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

 

意思疎通支援従事者とは… 

障害者総合支援法及び関連法に規定する「意思疎通支援従事者」とは，「手話通訳

等を行う者の派遣その他の聴覚，言語機能，音声機能その他の障害のため意思疎通を

図ることに支障がある障害者等に対する支援」に従事する者を指します。 

一般的には，「手話通訳者」「要約筆記者」「触手話及び指点字を行う者」とされて

います。 
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施策２ 相談支援・ケアマネジメント体制の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 相談の内容や相談者のニーズに応じて，適切な助言や支援ができるように，

行政における専門性を向上させるとともに，民間事業者の専門性を活用しな

がら，地域で身近な相談窓口を確保します。 

▶ 福祉サービスを必要とするかたに適切なケアマネジメントを提供できるよ

うに相談支援専門員の確保や質を高める取組，介護保険事業者も含めたネッ

トワークを構築する取組を行います。 

▶ 障害者の地域生活を促進するために，地域相談支援(地域移行支援・地域定

着支援)を推進します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 相談支援体制の充実 

アンケート調査では，相談機能の充実のためには「身近な場所に相談できるところがあ

る」「専門的な知識を持った職員がいる」との回答があげられています。 

障害者からの相談は，内容が多様化し，件数も増加しています。また，介護者の高齢化

や虐待相談件数の増加から，緊急性の高い相談対応や支援の提供を必要とするケースが増

加しています。 

このことから，市役所での相談窓口の他，民間事業者の専門性を活用し，地域生活支援

拠点における緊急時のコーディネート機能と一体化した地域における身近な相談場所を確

保することが必要となっています。 

⇒ 取組１（65 ページ） 

 

 

 

 

 

 

本市では，円滑な相談支援の一環として，障害福祉課の窓口で

手話通訳者を配置しています。他部署で行う手続にも同行します。 

また，円滑な意思の疎通が図れるよう，手話通訳者・要約筆記

者を派遣しています。 
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■ ケアマネジメント体制の充実及び地域移行・地域定着の推進 

2012 年度から「計画相談支援」，「障害児相談支援」が始まり，2015 年度からは障害

福祉サービスや地域相談支援，障害児通所支援を利用しているかた全てに対して，サービ

ス等利用計画，障害児支援利用計画の作成が必須化されました。 

本市においても計画作成はほぼ完全実施されていますが，一方で一定の割合でセルフプ

ランによる利用が見られます。 

希望するかた全てに適切なケアマネジメントを提供するためには，相談支援専門員の確

保とそのスキルアップを図るほか，サービス等利用計画案，障害児支援利用計画案の審査

及び支給決定を行う行政職員の専門性の向上など，ケアマネジメント体制を充実させる取

組が必要です。 

「地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」も 2012 年度から制度化されましたが，

本市においては，関係機関での同制度に対する理解が浸透していなかったこともあり，十

分に制度が活用されてきませんでした。 

地域移行支援は，障害者支援施設入所者や精神科病院の長期入院患者等の地域生活への

移行を促進するために，地域定着支援は，地域生活を送る障害者の緊急時の訪問支援等を

実施する地域生活支援拠点での活用を促進するために，関係機関も含めた取組が必要です。 

⇒ 取組２（66 ページ） 

 

ケアマネジメントとは… 

ケアマネジメントとは，「生活ニーズに基づいたケア計画にそって，さまざまなサ

ービスを一体的・総合的に提供する支援方法」を指し，福祉分野において広く採用さ

れている支援方法です。 

そのなかで障害者ケアマネジメントは，以下の点を考慮しながら実施されます。 

（１）障害者の地域生活を支援する 

（２）ケアマネジメントを希望する者の意向を尊重する 

（３）利用者の幅広いニーズを把握する 

（４）様々な地域の社会資源をニーズに適切に結びつける 

（５）総合的かつ継続的なサービスの供給を確保する 
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取組１ 相談支援体制の充実 

市役所に精神保健福祉士，社会福祉士，保健師等の専門職を配置し，多様な相談に対応

するとともに，民間事業者の専門性を活用しながら，地域で身近な相談窓口を確保するた

めに，地域生活支援拠点を中心として，相談支援事業を委託する事業所の増加を図り，相

談支援・コーディネート体制を構築します。 

体制作りの中心となる複数の地域生活支援拠点及び基幹相談支援センターで，柏市自立

支援協議会を活用した相談支援従事者に対する研修を実施し，ネットワークの構築に努め

ます。基幹相談支援センターも含めた委託相談支援事業所を市が育成・バックアップしま

す。 

 

① 障害者相談支援体制の強化 〔各種相談〕 

概 要 と 

方 針 

市役所及び基幹相談支援センターを中心に，委託

相談支援事業所，指定相談支援事業所と連携を図る

ことにより，多様な相談に対応し，安心して相談サ

ービスを利用できる環境づくりに取り組みます。 

主 な 

事 業 
◇障害者相談支援・コーディネート事業 （○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○柏市地域生活支援センターにおける総合相談支援 

○総合相談事業・心配ごと相談事業 

○地域活動拠点事業 

○児童に関する相談 

○発育や発達に関する相談 

○就学に関する相談 

○難病相談支援事業 

○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 

○福生活支援課 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

○ここども福祉課 

○ここども発達センター 

○教教育研究所 

○保保健予防課 

○保地域保健課 

 

② 専門的体制の強化  

概 要 と 

方 針 

市役所及び基幹相談支援センター，委託相談支援事業所に精神保健福祉

士，社会福祉士，保健師等の専門職の配置を行い，自立支援協議会を通し

た相談支援体制の強化及び質の向上に努めます。 

主 な 

事 業 
◇自立支援協議会相談支援部会の運営支援（○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○専門職の配置 ○福障害者相談支援室 
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取組２ ケアマネジメント体制の充実及び地域移行・地域定着の推進 

ケアマネジメントに従事する相談支援事業者や相談支援専門員の増加を図り，研修などを

通じて人材の養成・確保を図るとともに，サービス等利用計画案，障害児支援利用計画案の

審査及び支給決定を行う行政職員の専門性を向上し，適切なケアマネジメント体制の構築を

進めていきます。介護保険事業者との連携も図ります。 

精神障害者地域移行支援協議会を中心に，地域移行支援の利用を進めるとともに，地域生

活支援拠点の緊急時の相談対応等で地域定着支援を活用を進めます。 

 

① ケアマネジメント体制の充実 〔相談支援連絡会〕 

概 要 と 

方 針 

相談からサービス利用まで一人ひとりが主体

的に生活に関わるために持てる力を引き出す支

援(エンパワメントの視点)を大切にし，障害特性

に合わせ一貫して適切な支援が行えるよう，関係

機関が連携するとともに，適切な人材育成を推進

することにより，地域のケアマネジメント体制の充実を図ります。 

主 な 

事 業 

◇相談支援事業所及び相談支援専門員増加の取組（○福障害福祉課，○福障害

者相談支援室） 
 

関連事業 

○自立支援協議会相談支援連絡会(相談支援専門員の研修)の

運営支援 

○計画案審査及び支給決定を行う職員の相談支援専門員資格

取得の促進 

○児童発達支援センターとして障害児利用計画の作成促進 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 

 

○ここども発達センター 

 

② 地域移行・地域定着の推進  

概 要 と 

方 針 

障害者支援施設入所者，精神科病院長期入院患者

等の地域生活への移行及び地域生活を継続するた

めの地域定着支援を地域生活支援拠点を中心に利

用推進を図ります。 

 

関連事業 

○地域移行支援利用推進 

 

○地域生活支援拠点事業（地域定着支援の利用促進） 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 
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施策３ 権利擁護体制の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者の虐待を防止するための取組を進めるとともに，虐待の相談体制の充

実を図ります。 

▶ 障害者が安心して地域で生活できるよう成年後見制度の利用支援を実施します。 

▶ 障害者差別解消に対する相談体制を充実し，制度周知のための取組を進めます。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 虐待防止体制の充実 

本市では障害者虐待防止センターを中心に，関係機関との連携のもと，虐待の相談対応

や支援を実施していますが，虐待事例は後を絶たない状況であり，養護者，障害福祉サー

ビス事業者，その他広く関係機関，市民も含めた意識啓発が必要です。 

⇒ 取組１（68 ページ） 

 

■ 成年後見制度の利用支援 

2016 年に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され，成年後見制度利用促進

のための体制の整備が求められています。アンケート調査の「将来の生活で不安なこと」に

おいて，「親亡き後の生活」を心配する声が多く挙がっていることからも，親の高齢化や地

域生活移行に伴い地域で生活する障害者が増えることが予想されるため，日常生活自立支援

事業や成年後見制度の普及啓発を図る必要があります。 

⇒ 取組２（69 ページ） 
 

■ 障害者差別解消法の周知及び相談体制の構築 

すべての国民が，障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現に向け，障害を理由とする差別の解消を推進すること

を目的として「障害者差別解消法」が 2016 年４月に施行されました。アンケート調査の

「障害者差別解消法を知っていますか」では，７割程度が「知らない」と回答しているこ

とから，制度周知の取組を進めることが必要です。 

⇒ 取組３（70 ページ） 
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取組１ 虐待防止体制の充実 

障害者虐待防止センターを中心に関係機関と連携を密にし，虐待の防止・早期発見を図

るとともに，啓発や研修を実施するなど，虐待防止体制を構築します。 

① 虐待の相談体制の充実 〔障害者虐待防止センター〕 

概 要 と 

方 針 

障害者虐待防止センターを中心に関係機関が

連携を図り，虐待相談・通報の受付，問題解決を

図ります。また，相談事例のデータベース化によ

る情報共有を図り，個々の事例に対して迅速，か

つきめ細やかに対応します。 

主 な 

事 業 
◇権利擁護ネットワーク会議の開催（○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○緊急保護時医療費等助成金 

○要保護児童対策地域協議会の開催 

○高齢者権利擁護ネットワーク運営会議の開催 

○福障害者相談支援室 

○ここども福祉課 

○福地域包括支援課 

 

② 虐待防止に関する啓発や研修等の実施 〔研修会〕 

概 要 と 

方 針 

障害福祉サービス事業所職員等に向けた定期

的な研修会を開催するなど，虐待の防止と早期発

見のための意識の向上を図ります。 

主 な 

事 業 
◇虐待防止に関する研修会の実施（○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○広報紙やホームページによる啓発，周知 ○福障害者相談支援室 

 

③ 指定障害福祉サービス事業者に対する監査体制の構築 〔実地指導〕 

概 要 と 

方 針 

指定障害福祉サービス事業者に対する実地指

導において，事業所職員及び利用者に対し虐待の

状況及び権利擁護意識の聞き取りを実施します。 

 

関連事業 

○指定障害福祉サービス事業者に対する実地指導 ○福障害福祉課 
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取組２ 成年後見制度の利用支援 

成年後見制度の利用が必要な障害者に対して，手続方法等の情報を提供するなど必要な

支援を行うとともに，成年後見人等の報酬に対する助成を行い，より利用しやすい環境を

作ります。 

体制の充実・強化にあたっては，かしわ福祉権利擁護センターを運営する社会福祉協議

会と連携し，社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業」との役割分担を図

りながら自己選択や金銭管理等を支援するとともに，市民後見人の育成と活動の支援等の

体制整備を進めます。 

 

① 成年後見制度の体制の充実 〔社会福祉協議会〕 

概 要 と 

方 針 

自己の判断のみによる意思決定が困難であり，

成年後見制度の利用が必要と認められる知的障

害者・精神障害者等を対象に，制度についての情

報提供や手続に関する支援，申立費用や後見人へ

の報酬助成などを実施します。また，市民後見人として活動する市民を育

成します。 
 

関連事業 

○かしわ福祉権利擁護センター事業 

○成年後見制度利用支援事業 

○市民後見人推進事業 

 

 

○外社会福祉協議会 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 

○福地域包括支援課 

○外社会福祉協議会 

 

② 日常生活自立支援事業の利用促進 〔窓口相談〕 

概 要 と 

方 針 

判断能力が十分でないために適切な福祉サー

ビスを受けられない人のサービス利用，金銭の管

理などに関するさまざまな相談や支援を行いま

す。 
 

関連事業 

○日常生活自立支援事業 ○外社会福祉協議会 
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取組３ 障害者差別解消法の周知及び相談体制の構築 

障害の有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け，障害を理由とする差別の解消を推進するため，障害者差別を解

消するための体制を作ります。 

 

① 障害者差別解消法の体制の構築  

概 要 と 

方 針 

障害者差別解消法について，啓発や研修を実施

し，法の周知と差別解消への理解を深めます。差

別に関する相談に対応するとともに，障害者差別

解消支援地域協議会を開催し，関係機関の連携を

強化し，より良い改善策を検討します。 

 

関連事業 

○障害者差別解消支援地域協議会の開催 

 

○市職員向け障害者差別解消研修（再掲） 

○教職員向け特別支援教育に関する研修（再掲） 

○地域出前講座の実施（再掲） 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○総人事課 

○教教育研究所 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 
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評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱２ 情報提供・相談，権利擁護体制の確立】 

（１） 障害福祉サービスの実績と見込み（活動指標） 

事 業 № １ 
計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 

（第４章 障害福祉計画 p156） 

事 業 種 別 相談支援関連 

概 要 と 今 後 

・計画相談支援 

障害福祉サービス又は地域相談支援利用者のサービス等利用計画を作成

し，ケアマネジメントを行います。 

・障害児相談支援 

障害児通所支援利用者の障害児支援利用計画を作成し，ケアマネジメン

トを行います。 

・地域相談支援 

地域移行支援・・・障害者支援施設入所者や病院に入院している精神障害

者に対し，地域生活に移行するための相談や支援を行

います。 

地域定着支援・・・施設や病院から地域移行した人，単身や家族の状況等

により支援が必要な障害者に対し，常時の連絡体制を

確保し，緊急時の対応を行います。 

指 標 の 説 明 
計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援の充実度を

計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

計画相談支援 人/月 284 305 336 353 370 

障害児相談支援 人/月 97 103 113 119 125 

地域移行支援 人/月 1 1 3 4 5 

地域定着支援 人/月 2 1 20 30 40 
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事 業 № ２ 相談支援事業 （第４章 障害福祉計画 p161） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 

障害者（児）やその家族などからの相談に適切に対応するために，地域生

活支援拠点も含めた民間事業者の専門性を活用しながら，地域で身近な相談

窓口を確保します(地域生活支援拠点では任意事業の「地域移行の安心生活支

援」のコーディネート事業を活用して 24 時間の相談受付・コーディーネー

トを実施します)。専門的な相談への対応や市内の相談支援体制の質の向上を

図るため，体制作りの中心となる複数の地域生活支援拠点及び基幹相談支援

センターで，柏市自立支援協議会を活用した相談支援従事者に対する研修を

実施し，ネットワークの構築に努めます。 

また，障害者が安心して地域での生活を送れるよう，住宅入居の支援や後

見制度の利用支援など，権利擁護を行うとともに，専門的な療育指導が受け

られる体制を整備します。 

指 標 の 説 明 相談支援事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

障害者相談支援事業 実施か所 6 6 6 7 8 

基幹相談支援センター設置の有無 設置有無 有 有 有 有 有 

相談支援機能強化事業 実施有無 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施有無 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 人/年 5 5 20 22 24 

成年後見制度法人後見支援事業 実施有無 有 有 有 有 有 

障害児等療育支援事業 実施有無 有 有 有 有 有 

 

事 業 № ３ 意思疎通支援事業 （第４章 障害福祉計画 p164） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 

聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障害のため，意思の疎通を図る

ことに支障がある障害者に，手話通訳者や要約筆記者等の派遣等を行い，意

思疎通の円滑化を図ります。 

指 標 の 説 明 意思疎通支援事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

手話通訳者設置事業 
通訳者数 3 3 3 3 3 

相談件数/年 2,222 1,588 2,000 2,050 2,100 

手話通訳者派遣事業 
通訳者数 15 16 16 18 18 

派遣件数/年 742 765 812 836 861 

要約筆記者派遣事業 
筆記者数 15 15 17 19 19 

派遣件数/年 130 123 120 125 130 
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事 業 № ４ 手話奉仕員養成研修事業 （第４章 障害福祉計画 p164） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 手話奉仕員を養成するための研修事業を実施します。 

指 標 の 説 明 手話奉仕員養成研修事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

手話奉仕員養成研修事業 講習修了者 49 52 55 30 30 

 

事 業 № ５ 専門性の高い意思疎通支援事業 （第４章 障害福祉計画 p165） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 

福祉に関する知識や基本的な技術を身につけた手話通訳者や要約筆記者を

養成します。また，広域的な派遣や市で実施が困難な派遣等を可能にするた

め，関係機関と連携を図り，手話通訳者や要約筆記者等の派遣を行います。 

さらに，盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修及び盲ろう者向け通訳・介

助員派遣事業を，千葉県，千葉市，船橋市と共同事業で行います。 

指 標 の 説 明 専門性の高い意思疎通支援事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

手話通訳者養成研修事業 講習修了者 - 6 6 - 6 

要約筆記者養成研修事業 講習修了者 - 6 6 - 6 

盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 講習修了者 2 2 2 2 2 

手話通訳者派遣事業（広域派遣） 人/年 1 0 1 1 1 

要約筆記者派遣事業（広域派遣） 人/年 0 0 1 1 1 

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 人/年 2 2 2 2 2 

 

事 業 № ６ 点字・声の広報等発行事業 （第４章 障害福祉計画 p167） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・その他の事業 

概 要 と 今 後 視覚障害者向けに『点字・声の広報』の発行を行います。 

指 標 の 説 明 点字・声の広報等発行事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

点字広報発行事業 発行部/月 30 28 20 20 20 

声の広報発行事業 発行部/月 104 101 90 90 90 
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事 業 № ７ 奉仕員養成・研修事業 （第４章 障害福祉計画 p167） 

事 業 種 別 地域生活支援事業 その他の事業 

概 要 と 今 後 点訳奉仕員，朗読奉仕員の養成・研修事業を行います。 

指 標 の 説 明 奉仕員養成・研修事業の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

点訳奉仕員養成・研修事業 人/年 9 21 10 ※工事による休止 

朗読奉仕員養成・研修事業 人/年 
※ 3年に1度実施するもので，2017年度に実施しま

した。工事の関係から2021年度以降に実施します。 
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柱３ 

暮らしを支えるサービスの充実 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすために，地域生活を支える拠点機能の整備を

図ります。また，居住の場としてのグループホーム等の充実や，在宅生活を支えるホーム

ヘルパーや訪問入浴サービスによる在宅介護，2018 年度の障害者総合支援法改正により

開始される自立生活援助，通所施設による日中活動支援や移動支援や同行援護等による外

出支援，家族の病気などにより急に家族の介護が受けられなくなったときに支援できるよ

うに，短期入所や日中一時支援などのレスパイト支援等を総合的に展開します。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 地域生活を支える場の拡充 

  
  

取組１ 地域生活支援拠点の整備と体制の構築 ① 
  
   
  

取組２ 多様な住まいの確保と居住の支援 ①～② 
  

 

施策２ 日常生活の支援 

  
  

取組１ 在宅サービスの充実 ①～② 
  
   
  

取組２ 障害者の外出支援の推進 ①～② 
  
   
  

取組３ 緊急時対応サービスやレスパイトの強化 ①～② 
  

 

 

柱
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施策１ 地域生活を支える場の拡充 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者の地域生活を支える拠点機能を整備します。 

▶ 障害者の地域生活を支えるグループホームによる居住の場を提供し，在宅生

活での環境整備を支援します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 地域生活支援拠点の整備と体制の構築 

近年，地域移行が進む中で，障害者の高齢化や，親が亡くなった後を見据え，地域で暮

らすことを選択した障害者を地域で支える仕組みづくりが課題となっています。 

その中で，2017 年 4 月には，本市に千葉県初となる地域生活支援拠点が開設し，24

時間体制で障害者や家族からの相談や緊急時の対応に当たる体制を整備しています。 

今後の拠点整備については，障害者の特性・地域性等を考慮し，既存事業所との役割分

担や地域資源との有機的な結びつきなども考慮して，さらなる体制整備を進めていく必要

があります。 

⇒ 取組１（77 ページ） 

 

■ 多様な住まいの確保と居住の支援 

施設から地域生活への移行が進む中，自立に向けた「日中活動の場」と「居住」の支援

が不可欠であり，特に親亡き後の自立のため，居住環境の確保は重要な取組となります。 

アンケート調査やヒアリング調査においては，今後利用したいサービスとしてグループ

ホームをあげる回答が多くなっており，運営する事業者・団体への支援や，多様な実施主

体を確保するなど，グループホーム等の整備は引き続き重要な課題となります。 

また，アンケート調査では，将来の暮らし方の希望として「自宅で家族と暮らしたい」

がどの障害でも最も多くなっており，自宅を暮らしやすい環境へ改善することも必要です。 

⇒ 取組２（78 ページ） 
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取組１ 地域生活支援拠点の整備と体制の構築 

24 時間体制で障害者の地域生活を支援するための居住支援と地域支援（相談・体験の

機会・場，緊急時の受け入れ・対応等）の一体的な機能を持った地域生活支援拠点を障害

者の特性や地域性等を考慮して複数整備するとともに，今後の適切な運営体制を構築する

ための協議会を開催します。 

 

① 地域生活支援拠点の整備 〔地域生活支援拠点あおば〕 

概 要 と 

方 針 

居住支援と地域支援の一体的な機能を持った

地域生活支援拠点を複数整備し，それらを一体的

に運用することで障害者が地域で安心して暮ら

せるための支援を実施します。 

主 な 

事 業 

◇地域生活支援拠点整備事業（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 

◇地域生活支援拠点運営協議会の開催（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 
 

関連事業 

○障害者相談支援・コーディネート事業（再掲） ○福障害者相談支援室 

 

「地域生活支援拠点」 

地域生活支援拠点とは，障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，相談，

体験の機会，緊急の対応等の必要な機能を備えた施設であり，地域支援の拠点となる

重要な施設です。 

本市では 2017 年度に千葉県初の地域生活支援拠点が開設し，2020 年度までに

4 カ所の整備予定となります。これにより，市内全域をネットワーク（都市型障害福

祉ネットワーク「かしわネットワーク」）で結び，包括的な地域支援を実現し，障害

者の地域生活の向上を図ります。 
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取組２ 多様な住まいの確保と居住の支援 

障害者の地域生活を支えるため，利用者のニーズに応じた住まいの場として，グループ

ホーム等の運営や拡充のための支援を行います。また，居住環境の改善に際しては，日常

生活用具制度による居宅生活動作補助用具(住宅改修)や福祉用具購入の助成を行います。 

 

① グループホームなどへの支援 〔グループホームの共有スペース〕 

概 要 と 

方 針 

障害者の自立生活の支援・促進のため，生活拠点

であるグループホーム等の設置を支援します。また，

障害者のグループホームへの入居支援を継続的に行

います。知的障害者生活ホームはグループホームと

その役割が重複していることから，既存知的障害者

生活ホームのより安定的な運営が可能なグループホームへの移行を支援する

とともに，新設及び新規利用は全てグループホームとし，現在の利用者が利

用を終える又はグループホームへ移行した時点で事業を終了します。 

主 な 

事 業 

◇共同生活援助（グループホーム）の整備（○福障害福祉課） 

◇障害福祉サービス施設等改造等補助（○福障害福祉課） 
 

関連事業 

○知的障害者生活ホームのグループホームへの移行支援 

 

○グループホーム家賃補助事業 

○グループホーム運営費補助 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 

 

共同生活援助（グループホーム）とは… 

障害のある方に対して，主に夜間において，共同生活を営む住居で相談，入浴，排

泄または食事の介護，その他の日常生活上の援助を行います。2014 年度より共同生

活介護（ケアホーム）は共同生活援助（グループホーム）へ一元化されています。 

 

 

② 自宅など居住環境の改善への支援  

概 要 と 

方 針 

身体障害者が安心して在宅生活を送ることができ

るよう，住宅の居室・浴室・トイレ・玄関・階段な

どの改修にかかる費用を居宅生活動作補助用具で助

成し，介護用ベッド等の福祉用具購入を助成します。 
 

関連事業 

○居宅生活動作補助用具(住宅改修)費の助成 

○福祉用具購入の助成 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 
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施策２ 日常生活の支援 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ ホームヘルパーや訪問入浴サービスによる在宅サービスを充実するととも

に，2018 年度からの新サービスである自立生活援助(在宅生活での家事や

必要経費の支払い，体調管理，地域住民との関係等に助言，連絡調整を行う)

で在宅生活を送る障害者を支援します。 

▶ 通所施設による多様な日中活動を提供します。 

▶ 障害者が外出しやすいよう，移動支援，同行援護等を充実させます。 

▶ 短期入所や日中一時支援による在宅で暮らす障害者の緊急時等の対応を充実します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 在宅サービスの充実 

アンケート調査では，将来の暮らし方の希望として「自宅で家族と暮らしたい」が最も

多く，高齢者の利用したいサービスでも「居宅介護」があげられています。 

そのため，障害者ができる限り自宅又は住み慣れた地域で，これからも生活を送り続け

ることができるよう，ホームヘルプなど在宅での生活を支援するサービスを充実させてい

くことが課題となっています。また，新サービスである自立生活援助を円滑に提供できる

体制作りも必要です。通所サービスでは，知的障害者や精神障害者が 65 歳になっても介

護保険利用対象とならない(非該当など)場合の日中活動の場の提供が課題となっています。 

⇒ 取組１（80 ページ） 

 

■ 障害者の外出支援の推進 

アンケート調査では，いずれの障害でも日常生活での介護を必要としており，外出時の

支援も高い割合で必要とされています。学校や施設への通学・通所への負担から移動支援

の活用を求める意見が見られます。障害がない人と同じように外出し，社会参加を促進す

るためには，外出に係るさまざまな支援を推進する必要があります。 

⇒ 取組２（81 ページ） 

 

■ 緊急時対応サービスやレスパイトの強化 

障害者が在宅生活を送るにあたっては，家族の介護だけでは負担が大きく，アンケート

調査の自由記述やヒアリング調査において，緊急時に預けられるショートステイの充実を

求める声が挙がっており，日中一時支援も「利用したいサービス」の上位に挙がっていま

す。家族介護者のレスパイトや負担軽減の観点から，一時的に預けられるサービスを充実

させることが課題となります。 

⇒ 取組３（82 ページ） 
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 取組１ 在宅サービスの充実 

障害者が，住み慣れた地域で自分らしく安心して生活を送ることができるよう，主に居

宅において提供されるサービスの充実を図るとともに，日常活動の場の確保と，そこで提

供される各種サービスの充実を図ります。 

 

① ホームヘルプサービスや訪問入浴サービスの充実・自立生活援助の円滑な提供 

概 要 と 

方 針 

ホームヘルパー(居宅介護，重度訪問介護)や訪

問入浴サービス，自立生活援助が的確に提供され

て障害者が安心して自立生活を送れるよう，事業

者の参入の促進に努めるとともに事業者に対す

る適切な指導を行いサービスの質の確保・向上を

図ります。 

重度訪問介護は入院先での医療従事者への伝

達等の支援が新たに追加されることから，サービスが円滑に提供されるよ

うに事業者との連携を図ります。 
 

関連事業 

○ホームヘルパー(居宅介護・重度訪問介護)及び訪問入浴サー

ビス 

○自立生活援助新規 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

② 多様な日中活動サービスの提供 〔生活介護（作業の様子）〕 

概 要 と 

方 針 

障害の特性に応じた日中活動系サービスが適

切に利用できるように体制整備を図ります。地域

活動支援センターは障害福祉サービスの通所に

はない機能や役割をもつ施設として位置づけ，成

人障害者のデイサービス的機能，通所が安定しない利用者やひきこもり者

に対する支援も提供します。知的障害者や精神障害者で介護保険利用対象

とならない場合の日中活動の場について，新たに設けられる共生サービス

の活用等と併せて検討します。 

主 な 

事 業 

◇日中活動系サービス（生活介護・療養介護・自立訓練)の提供 

（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 
 

関連事業 

○地域活動支援センターによる障害福祉サービスにはない支

援の提供 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 
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取組２ 障害者の外出支援の推進 

障害者の社会参加をより円滑にするために，障害者の外出に必要な支援を充実させると

ともに，その生活に必要な移動の手段として，福祉タクシー利用券の交付，自家用自動車

燃料費の助成，施設通所交通費助成，送迎サービス等の支援を行います。 

 

① 移動支援等事業の推進  

概 要 と 

方 針 

屋外での移動が困難な障害者に対してガイドヘ

ルパー(移動支援，同行援護，行動援護)により社会

生活上必要な外出や，余暇活動等の社会参加とし

ての外出を支援します。 

移動支援における学校通学・施設通所時の支援を実施します。 
 

関連事業 

○ガイドヘルパー（移動支援・同行援護・行動援護）による

支援 

 

○移動支援における通学・通所支援新規 

 

○移動サービス『こらくだくん』の実施 

〇福祉有償運送運転講習会の開催 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○外社会福祉協議会 

○外社会福祉協議会 

 

② 外出に関連する負担軽減策 〔福祉タクシー利用券〕 

概 要 と 

方 針 

障害者の社会参加を促進するために，公共交通

機関利用時等の負担の軽減を図ります。 

 

関連事業 

○福祉タクシー料金助成事業 

○自家用自動車燃料費助成事業 

○施設通所交通費助成事業 

○自動車運転免許取得・改造費助成事業 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 
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取組３ 緊急時対応サービスやレスパイトの強化 

介護者の負担軽減のため，短期入所や日中一時支援，地域生活支援拠点の設置など，緊

急時対応サービスやレスパイトサービスを提供します。特に日中一時支援は，提供事業者

の増加により利用しやすくなるように，環境整備に取り組みます。 

 

① 緊急時対応サービスやレスパイトの強化 〔ヘルプカード〕 

概 要 と 

方 針 

家族介護者の病気・出産・事故等によって，一

時的に障害者の介護ができなくなった場合や親

元から自立のための体験，介護者の休息(レスパ

イト)のために，短期入所，日中一時支援を提供

します。日中一時支援はより利用しやすくなるよ

うに取り組みます。 

主 な 

事 業 

◇短期入所（宿泊を伴う），日中一時支援（宿泊を伴わない）による緊急

時対応，体験，レスパイト等の支援 

（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 

 

レスパイトとは… 

レスパイトとは，「休息」「息抜き」「小休止」という意味です。 

健康の保持及び在宅で介護する家族の介護負担の軽減を図ることを目的として，短

期間の入院や入所，一時預かりを行います。 

事業によっては「在宅レスパイト」として，自宅に看護師等を派遣し，医療的ケア

や療養上の世話を一定時間代わりに行う事業もあります。 

 

 

② 地域生活支援拠点設置による緊急時等対応の強化 〔地域生活支援拠点たんぽぽ〕 

概 要 と 

方 針 

24 時間体制での相談や緊急時対応機能を持っ

た地域生活支援拠点を整備し，障害者が地域で安

心して暮らせるための支援を実施します。 

 

関連事業 

○地域生活支援拠点整備事業（再掲） 

 

○地域生活支援拠点運営協議会の開催（再掲） 

 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 
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評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱３ 暮らしを支えるサービスの充実】 

（１） 基本指針に定める成果指標 

事 業 № １ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 （第４章 障害福祉計画 p142） 

国 の 考 え 方 

① 施設入所者の地域生活への移行 

2016 年度末時点の施設入所者数の 9％以上が地域生活へ移行するこ

とを基本とする。 

② 施設入所者の削減 

2016 年度末時点の施設入所者数の 2％以上削減することを基本とす

る。 

指 標 の 説 明  障害者の地域生活への移行に向けた取組の成果を計る指標です。 
 

項目 数値 考え方 

2016 年度末時点施設入所者数 199 人 ◇2016 年度末時点施設入所者数 

【目標値①】 

2020 年度末までに地域生活へ移行する施設入所

者数 

5 人 

(2.5%) 

◇施設入所から自宅やグループホーム

等へ移行した人の数 

   

2020 年度末時点の施設入所者数 195 人 ◇2020 年度末時点の施設入所者数 

【目標値②】 

削減見込み（削減率） 

4 人 

(2.0%) 
◇差し引き減少見込み数 

 

事 業 № ２ 地域生活支援拠点等の整備 （第４章 障害福祉計画 p145） 

国 の 考 え 方 
2020 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備するこ

とを基本とする。 

指 標 の 説 明  障害者の地域生活に向けた支援の取組の成果を計る指標です。 
 

項目 数値 考え方 

【目標値】 

2020 年度末までに整備する地域生活支援拠

点の数（2017 年度末時点 ２か所） 

4 か所 

（＋２か所） 

障害者の特性や地域性等を考慮して，

新規または既存のグループホームや障

害者支援施設に機能を付加する形など，

幅広くモデルを検討し整備します。 
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（２） 障害福祉サービスの実績と見込み（活動指標） 

事 業 № １ 
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援  

（第４章 障害福祉計画 p149） 

事 業 種 別 訪問系サービス 

概 要 と 今 後 

・居宅介護 

自宅で，入浴，排泄，食事の介護等を行います。 

・重度訪問介護 

重度の肢体不自由，知的障害，精神障害があり，常に介護を必要とする

人に，自宅で，入浴，排泄，食事の介護，外出時における移動支援などを

総合的に行います。 

・同行援護 

視覚障害者（児）が移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む），移動

の援護等の外出支援を行います。 

・行動援護 

知的，精神障害者で自己判断能力が制限されている人が行動するときに，

危険を回避するために必要な支援，外出支援を行います。 

・重度障害者等包括支援 

介護の必要性がきわめて高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括的

に行います。 

指 標 の 説 明 
訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障

害者等包括支援）の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

訪問系合計 
人/月 489 496 523 536 549 

時間/月 11,754 18,504 21,096 22,077 23,058 

居宅介護 
人/月 380 386 401 409 417 

時間/月 8,989 9,395 9,624 9,816 10,008 

重度訪問介護 
人/月 20 20 26 28 30 

時間/月 5,726 6,947 9,152 9,856 10,560 

同行援護 
人/月 79 80 82 83 84 

時間/月 1,784 1,965 1,886 1,909 1,932 

行動援護 
人/月 10 10 14 16 18 

時間/月 255 197 434 496 558 

重度障害者等包括支援 
人/月 - - - - - 

時間/月 - - - - - 
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事 業 № ２ 生活介護 （第４章 障害福祉計画 p150） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 
常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，排泄，食事の介護等を行うとと

もに，創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

指 標 の 説 明 日中活動系サービスのうち，生活介護の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

生活介護 
人/月 553 574 620 645 671 

人日/月 11,158 11,727 12,400 12,900 13,420 

 

事 業 № ３ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） （第４章 障害福祉計画 p150） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 

機能訓練は，身体障害者を対象に，理学療法，作業療法その他必要なリハビリ

テーション，生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

生活訓練は，知的障害者・精神障害者を対象に，入浴，排泄及び食事等に関す

る自立した日常生活を営むために必要な訓練，生活等に関する相談及び助言，そ

の他の必要な支援を行います。 

指 標 の 説 明 
日中活動系サービスのうち，自立訓練（機能訓練・生活訓練）の充実度を

計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

自立訓練（機能訓練） 
人/月 1 3 2 2 2 

人日/月 22 39 44 44 44 

自立訓練（生活訓練） 
人/月 20 17 16 16 16 

人日/月 267 316 304 304 304 
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事 業 № ４ 療養介護 （第４章 障害福祉計画 p153） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 
医療と常時介護を必要とする障害者を対象に，医療機関で機能訓練，療養

上の管理，看護，介護及び日常生活の世話を行います。 

指 標 の 説 明 日中活動系サービスのうち，療養介護の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

療養介護 人/月 24 24 24 24 24 

 

事 業 № ５ 
短期入所（ショートステイ）（福祉型・医療型） 

（第４章 障害福祉計画 p153） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 

自宅で介護する人が病気などにより，障害者支援施設などに短期間入所す

ることが必要な障害者を対象に，障害者支援施設や療養介護事業所などへ短

期間入所し，入浴，排泄又は食事の介護等を提供します。 

指 標 の 説 明 
日中活動系サービスのうち，短期入所（福祉型・医療型）の充実度を計る

指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

短期入所（福祉型） 
人/月 112 119 130 136 143 

人日/月 772 782 910 952 1,001 

短期入所（医療型） 
人/月 3 11 13 14 15 

人日/月 8 38 39 42 45 

 

事 業 № ６ 自立生活援助新規 （第４章 障害福祉計画 p154） 

事 業 種 別 居住系サービス 

概 要 と 今 後 
定期的に利用者の居宅を訪問し，障害者の理解力，生活力等を補う観点から，

適時のタイミングで適切な支援を行います。 

指 標 の 説 明 居住系サービスのうち，自立生活援助の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

自立生活援助 新規 人/月 - - 20 30 40 
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事 業 № ７ 共同生活援助（グループホーム） （第４章 障害福祉計画 p154） 

事 業 種 別 居住系サービス 

概 要 と 今 後 
共同生活を行う住居で，おもに夜間や休日，相談や日常生活上の援助を行いま

す。 

指 標 の 説 明 居住系サービスのうち，共同生活援助の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

共同生活援助（グループホーム） 人/月 202 214 245 262 280 

 

事 業 № ８ 施設入所支援 （第４章 障害福祉計画 p155） 

事 業 種 別 居住系サービス 

概 要 と 今 後 
施設に入所している障害者に，夜間や休日，入浴，排泄，食事の介護等を

行います。 

指 標 の 説 明 居住系サービスのうち，施設入所支援の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

施設入所支援 人/月 193 199 197 196 195 
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事 業 № ９ 日常生活用具給付等事業 （第４章 障害福祉計画 p162） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 

障害者に対して，自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することなどによ

り，生活の便宜を図り，その福祉の増進を図ります。 

・介護・訓練支援用具……身体介護を支援する用具や訓練用具 

 例〕特殊寝台，特殊マット，訓練用ベッド 

・自立生活支援用具……入浴，調理，移動など生活の自立を支援する用具 

 例〕入浴補助用具，移動支援用具，聴覚障害者用屋内信号装置 

・在宅療養等支援用具……在宅療養等を支援する用具 

 例〕電気式痰吸引器，盲人用体温計 

・情報・意思疎通支援用具……情報収集，情報伝達や意思疎通等を支援する用具 

 例〕ファックス，人工喉頭，点字器 

・排泄管理支援用具……排泄管理を支援する衛生用具 

 例〕ストマ用装具，紙おむつ 

・住宅改修費……居宅での円滑な生活動作等を図るための小規模な住宅改修 

 例〕手すり設置 

指 標 の 説 明  日常生活用具の給付について，充実を図る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

介護・訓練支援用具 件/年 22 22 22 22 22 

自立生活支援用具 件/年 43 40 43 43 43 

在宅療養等支援用具 件/年 48 55 50 50 50 

情報・意思疎通支援用具 件/年 46 51 55 55 55 

排泄管理支援用具 件/年 673 694 751 781 812 

住宅改修費 件/年 5 8 7 7 7 
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事 業 № １ ０ 移動支援事業  （第４章 障害福祉計画 p163） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 
屋外での移動が困難な障害者に対して，外出のための支援を行うことによ

り，地域における自立生活と社会参加を促進します。 

指 標 の 説 明  移動支援の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

移動支援事業 
人/月 311 316 329 335 342 

時間/月 5,785   5,263 5,922 6,030 6,156 

 

事 業 № １ １ 地域活動支援センター事業 （第４章 障害福祉計画 p163） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・必須事業 

概 要 と 今 後 
障害者などが通い，創作的活動や生産活動，社会との交流を進めるなど，

多様な活動を行う場を設けます。 

指 標 の 説 明  地域活動支援センターの充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

地域活動支援センター事業 

実施か所 

（市内） 
9 8 6 6 6 

実施か所 

（市外） 
7 5 9 9 9 

人/月 

（市内） 
213 179 180 180 180 

人/月 

（市外） 
16 12 12 12 12 

 

事 業 № １ ２ 日中一時支援事業 （第４章 障害福祉計画 p166） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・その他の事業 

概 要 と 今 後 
宿泊を伴わない日中の一時的な見守りの場や活動の場を提供し，在宅で介

護をしている家族の就労や一時的な休息を支援します。 

指 標 の 説 明  日中一時支援の充実度を計る指標です。。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

日中一時支援事業 
人/月 309 294 306 312 318 

人日/月 1,581 1,434 2,142 2,184 2,226 
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事 業 № １ ３ 訪問入浴サービス事業 （第４章 障害福祉計画 p166） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・その他の事業 

概 要 と 今 後 
重度の身体障害者に対して，訪問により居宅において入浴サービスを提供

し，身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図ります。 

指 標 の 説 明 訪問入浴サービスの充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

訪問入浴サービス事業 
人/月 31 32 36 38 40 

人日/月 132 158 180 190 200 
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柱４ 

誰もが働きやすく，活動しやすい環境づくりの推進 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者が自立し，地域で元気にその人らしく生き生きと生活していくためには，その人

に合った就労支援の仕組みが必要です。そのため，市とハローワークや就労支援機関が連

携して就労の支援を進めるとともに，職場定着に向けた就職後の支援体制の構築を図り，

障害者の社会参加と自立を促進します。 

また，障害者優先調達推進法の推進や就労系事業所等における販売力向上等の支援を図

るとともに，就労系事業所の工賃向上や，指定障害福祉サービス事業所の質の向上を目指

します。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 就労支援体制の充実 

  
  

取組１ 就労支援体制の充実 ①～③ 
  
   
  

取組２ 職場定着支援の充実 ① 
  
   
  

取組３ 工賃向上の取組強化 ①～③ 
  

 

施策２ スポーツ・芸術文化活動等の推進 

  
  

取組１ スポーツ・芸術文化活動への参加促進 ①～④ 
  
   
  

取組２ 生涯学習活動への参加促進 ① 
  

 

柱
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施策１ 就労支援体制の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 就労支援機関や医療機関，雇用関係機関との連携強化により就労支援体の充実を図

ります。また，行政や企業による障害者雇用を進め法定雇用率の達成を目指します。 

▶ 就職後も長く働き続けるための支援体制を強化し，職場定着を推進します。 

▶ 福祉的就労の場の充実とともに，工賃向上を図ります。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 就労支援体制の充実 

就労ニーズは依然高い状況にある中で，個々の体調や能力をあわせた働き方の重要性を

踏まえ，事業者等と連携し，安心して働くことのできる環境づくりを推進し，行政や企業

による法定雇用率の達成を目指します。また，就労を目指す障害者が，身近なところで相

談や訓練が可能な支援体制を整えることも重要です。そのために，就労移行支援事業の利

用率，各就労支援事業所の就労移行率を向上させ，充実を図る必要があります。 

⇒ 取組１（93 ページ） 

 

 

 

 

 

■ 職場定着支援の充実 

就職はしたものの，仕事や人間関係などで悩んだりすることがあります。そのような時

に気軽に相談できる場所があることが重要です。 

そのため，就職した後も障害者が安心して長く働き続けられるように，就労支援機関の

連携や職場定着率の向上に向けた支援体制の構築が求められています。 

⇒ 取組２（94 ページ） 

 

■ 工賃向上の取組強化 

障害者が生きがいを持って働いたり社会参加ができるように，福祉的就労の場の充実や

工賃向上が求められています。そのため，障害者優先調達推進法を推進し，官公庁からの

物品や役務等の発注の拡大を図るとともに，就労系事業所による新商品の開発や販売力向

上等について，支援をしていく必要があります。 

⇒ 取組３（95 ページ） 

2018 年度から，障害者の法定雇用率が引き上げ

られ，民間企業の場合 2.0%から 2.2%，自治体の場

合は 2.3%から 2.5%となります。なお 2021 年度

までに，0.1%ずつの引き上げが予定されています。 
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取組１ 就労支援体制の充実 

市が民間の就労支援機関の取り組みを支援し，就労相談や社会参加・自立に向けた生活

面の相談支援等，ニーズに沿った支援体制の充実を図ります。また，障害福祉サービスで

ある就労移行支援を充実させ，就労を目指す障害者を支援します。さらに，行政や企業に

よる障害者の法定雇用率の達成を目指し，企業が障害者雇用を円滑に進めるための相談窓

口の充実研修を実施します。また，行政によるチャレンジド雇用を進め，障害者の雇用を

支援します。  

① 就労相談支援体制の充実 〔相談窓口〕 

概 要 と 

方 針 

就労支援機関の取り組みを支援し，一人ひとり

のニーズに沿った相談・支援体制の充実を図りま

す。 

主 な 

事 業 

◇障害者就業・生活支援センターなどによる就労相談事業（○福障害福祉課，

○福障害者相談支援室） 
 

関連事業 

○ハローワークなどとの連携による相談窓口の情報提供 ○福障害福祉課 

 

② 就労移行支援事業の充実 〔職員向け研修会の様子〕 

概 要 と 

方 針 

就労移行支援事業の利用率を向上させ，就労を

目指す障害者を支援します。また，それぞれの就

労支援事業所の就労移行率を向上させるため事業

所の指導育成を行い，利用者の就労したいという

ニーズに応えます。 
 

関連事業 

○就労移行支援事業所への指導育成 
○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

③ 行政や企業による障害者雇用の推進・促進 〔チャレンジドオフィスかしわ〕 

概 要 と 

方 針 

行政における障害者の法定雇用率遵守はもとよ

り，企業による障害者雇用率の達成に向け，就労支

援機関と連携して，障害者雇用の働きかけや障害の

理解・普及啓発に取り組みます。 
 

関連事業 

○行政による障害者雇用 

○チャレンジドオフィスかしわ 

○企業による障害者雇用 

○総人事課 

○福障害福祉課 

○外ハローワーク 
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取組２ 職場定着支援の充実 

2 018 年 4 月に障害者総合支援法が改正され，「就労定着支援」が創設されました。企

業等に就職した障害者が安心して働けるように，「就労定着支援」の利用を促進し，障害者

就業・生活支援センター等と連携しながら，仕事に関する相談や日常生活上の支援を受け

られる体制を充実し職場定着率の向上を目指します。 

また，安心して働ける環境を作るために，市内の就労支援機関の協力を得て，障害者雇

用を進める企業に対する障害者の理解・普及啓発を推進するなど，企業への働きかけを行

います。 

 

① 就職後の支援の充実 〔定着支援〕 

概 要 と 

方 針 

就職後も安定して仕事を継続することが可能と

なるよう関係機関が連携し，利用者や企業への支

援体制を充実し職場定着率の向上を目指します。 

主 な 

事 業 

◇就労定着支援新規（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 

◇障害者就業・生活支援センターによる定着支援の実施 （○福障害福祉課，

○福障害者相談支援室） 
 

関連事業 

○ジョブコーチ派遣事業の実施 ○福障害福祉課 

※ 定着支援…障害者・企業を含め就労に関する相談や支援を幅広く実施 

※ ジョブコーチ…職場へ訪問し就労に関する支援を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：障害保健福祉関係主管課長会議（2016 年 3 月 8 日） 



第３章 各論 柱４ 

誰もが働きやすく，活動しやすい環境づくりの推進 

95 

取組３ 工賃向上の取組強化 

障害者が生きがいを持って働いたり社会参加できるように，行政による障害者就労施設等へ

の物品等の発注拡大や生産品の質の向上等の支援により，福祉的就労の場の工賃向上を図ります。 

 

① 就労継続支援事業所等への支援 〔青和園作業風景〕 

概 要 と 

方 針 

福祉的就労の場における障害者の工賃アップ

が図られるよう就労継続支援Ｂ型事業所等と連

携を図り，受注業務の拡大や生産品の質の向上，

新製品の開発に向けた支援をしていきます。 

主 な 

事 業 

◇就労継続支援（Ｂ型）事業所の支援による工賃向上（○福障害福祉課，

○福障害者相談支援室） 

 

② 障害者就労施設等への受注業務の拡大と調整 〔事業所による販売会〕 

概 要 と 

方 針 

障害者優先調達推進法の推進のため，障害者就

労施設等への発注の拡大や役務の提供を図りま

す。また，千葉県障害者就労事業振興センターを

活用し，就労系事業所等の支援をしていきます。 
 

関連事業 

○障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針策定 

○千葉県障害者就労事業振興センターへの支援 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

 

③ 就労系事業所の質の向上  

概 要 と 

方 針 

福祉的就労に携わる障害者が安心して働き続けられ

るように，監査等による就労系事業所への指導を行い

ます。基準を満たさない事業所に対しては，基準を満

たすことが出来るよう必要な行政指導等を行います。 
 

関連事業 

○指定障害福祉サービス事業所への指導監査 

○指定就労継続支援Ａ型事業所における適正な運営に向けた

基準の見直し 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 
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施策２ スポーツ・芸術文化活動等の推進 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者が自主的に生涯学習活動やスポーツ・芸術文化活動に参加できるよう

に支援します。 

▶ 障害の有無にかかわらず，安心して参加・学習できる環境づくりに努めます。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ スポーツ・芸術文化活動への参加促進 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け，競技者スポーツの理解や

普及とともに，大会における文化プログラムに向けて，障害者芸術文化活動の普及が求め

られています。 

障害者が地域で元気にその人らしく生き生きと，スポーツ・芸術文化活動が取り組める

ような環境づくりや芸術活動がやりがいにつながるように障害者が製作した作品を紹介す

る機会を設けていく必要があります。 

⇒ 取組１（97 ページ） 

 

■ 生涯学習活動への参加促進 

障害者の生涯学習の推進については，「障害者の多様な学習活動を総合的に支援する取

組・体制の充実について」として国からその充実を求められており，市でも，さまざまな

生涯学習講座を開講していますが，障害者の参加は決して多くありません。これは，障害

者が気兼ねなく参加できる講座が少ない，あるいは，講座情報が伝わっていないなどの課

題があげられます。 

本市としても，障害者の個性と能力の発揮，社会参加の促進を図るため，生涯学習活動

へ参加できる環境づくりに取り組む必要があります。 

⇒ 取組２（98 ページ） 

 

 

 

 

 

国では，「障害者学習支援推進室」を設けるとともに，福祉，保健，

医療，労働等の関係部局と連携した進学・就職を含む切れ目ない支援体

制の整備，障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を

支援する特別支援教育，障害者スポーツや障害者の文化芸術活動の振興

等に総合的に取り組むこととしています。 
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取組１ スポーツ・芸術文化活動への参加促進 

2020 年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。 

障害者が気軽に参加できるスポーツ・レクリエーションの場を提供するとともに，障害

者による自主的な活動を支援します。 

また，小学校の特別支援学級にサポート指導員を派遣し，運動に親しむ気持ちを育んで

いきます。 

 

① 気軽にスポーツ・レクリエーションに参加できる事業の実施 〔ニュースポーツまつり〕 

概 要 と 

方 針 

誰もが気軽に楽しめるニュースポーツを通して

障害のない人と障害者たちとのスポーツ交流など

を目的としたイベントを柏市スポーツ推進委員協

議会とともに実施します。 
 

関連事業 

○みんなで楽しむニュースポーツまつり 

○「千葉県障害者スポーツ大会」への参加支援 

○教スポーツ課 

○福障害福祉課 

 

② 小学校体育の授業サポート 〔授業サポート〕 

概 要 と 

方 針 

小学校の特別支援学級にサポート指導員を派

遣し，体育授業の質を高めるため運動指導のスキ

ル向上を図ることで，運動を苦手とする児童につ

いて，運動に親しむ気持ちを育んでいきます。 
 

関連事業 

○小学校体育の授業サポート事業 ○教指導課 

 

「小学校体育の授業サポート事業」 

本市（教育委員会）では，2006 年度から協働事業として「NPO 法人スマイルク

ラブ」とともに，市内の小学校の特別支援学級を中心として，体育授業にスポーツ指

導の経験を持つスタッフを派遣し，複数指導者による授業の質と運動指導のスキルの

向上を図り，個々の特性や能力に応じた指導を行っています。児童の個々の性格や状

態などを共有しあい，教諭とともに，授業のメニューや進め方を協議しながら授業を

展開しています。 
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③ スポーツを活用した障害理解及び交流 〔パラリンピック正式種目 ボッチャ〕 

概 要 と 

方 針 

障害者スポーツを活用し，障害理解を推進します。障害

理解推進イベントの中に障害者スポーツの体験を取り入れ

ます。また，東京オリンピック・パラリンピックに向け，

障害者スポーツ選手・関係者による講演やスポーツ交流を

実施します。 

主 な 

事 業 

◇障害者スポーツ体験交流事業（2017 年～３ヵ年の予定）（再掲）

（○教教育研究所） 
 

関連事業 

○障害理解・啓発イベントの実施（再掲） ○福障害福祉課 

 

④ アートでつなぐ障害理解・作品紹介 〔障害理解・啓発イベント ハンドスタンプアート〕 

概 要 と 

方 針 

障害者が描くアート作品について，様々なイベ

ントや展示の場の提供により広く紹介します。 

また，作品販売等を行い，障害理解を進めます。 

 

関連事業 

○障害理解・啓発イベントの実施（再掲） ○福障害福祉課 

 

 

取組２ 生涯学習活動への参加促進 

「市民講座」へ障害者が参加しやすくなるよう手話通訳者等の派遣を推進します。 

また，教育福祉会館については耐震改修工事にあわせたバリアフリー化，図書館につい

ては来館が困難な方へのサービス等，障害者に配慮した環境サービスを推進します。 

 

① 各種講座等への参加や文化施設利用の促進  

概 要 と 

方 針 

社会福祉協議会と連携し，手話通訳者の派遣や

障害者用駐車スペースの確保，教育福祉会館のバ

リアフリー化などにより，市民講座へ障害者が参

加しやすくなるよう合理的配慮を実施します。 

また，図書館への来館が困難な障害者が，図書館資料を借りられるサー

ビスを充実させます。 
 

関連事業 

○障害のある人が各種講座等に安心して参加できる環境づくり 

 

○来館が困難な方へのサービス 

○福障害福祉課 

○教公民館 

○教図書館 



第３章 各論 柱４ 

誰もが働きやすく，活動しやすい環境づくりの推進 

99 

評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱４ 誰もが働きやすく，活動しやすい環境づくりの推進】 

（１） 基本指針に定める成果指標 

事 業 № １ 福祉施設から一般就労への移行等 （第４章 障害福祉計画 p146） 

国 の 考 え 方 

① 福祉施設から一般就労への移行者数 

2020 年度中に 2016 年度実績の 1.5 倍以上が福祉施設から一般就

労へ移行することを基本とする。 

② 就労移行支援事業の利用者数 

2020 年度末における就労移行支援事業の利用者数を 2016 年度末

の利用者数から 2 割以上増加することを目指す。 

③ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

2020年度末において就労移行支援事業の利用者のうち就労移行率が

3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とすることを目指す。 

④ 職場定着率 

就労定着支援による支援開始1年後の職場定着率を8割以上とするこ

とを基本とする。 

指 標 の 説 明 福祉施設から一般就労への移行や職場の定着について，成果を計る指標です。 
 

項目 数値 考え方 

2016 年度一般就労移行者数 58 人 ◇福祉施設から一般就労した人数 

【目標値】2020 年度中に福祉施設から一般就

労へ移行する人数 

69 人 ◇2020 年度末の就労移行支援事業利

用者数の 6 割を想定 

2016 年度末の就労移行支援事業利用者数

〔Ａ〕 

96 人 ◇2016 年度末の就労移行支援事業利

用者数 

2020 年度末の就労移行支援事業利用者数

〔Ｂ〕 

115 人 ◇2020 年度末の就労移行支援事業利

用者数 

【目標値】増加見込み（B－A) 19 人 ◇就労移行支援事業利用者の増加数 

【目標値】2020 年度末における就労移行率 3

割以上の事業所割合 

5 割以上 ◇就労移行率が 3 割以上の就労移行支

援事業所の割合 

【目標値】就労定着支援による支援開始 1 年後

の職場定着率 

80％ 

以上 

◇就労定着支援による支援開始 1 年後

に職場定着している利用者の割合 
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（２） 障害福祉サービスの実績と見込み（活動指標） 

事 業 № １ 就労定着支援新規 （第４章 障害福祉計画 p152） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 
障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに，企業や関係機関

等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 

指 標 の 説 明 日中活動系サービスのうち，就労定着支援の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

就労定着支援 新規 
人/月 - - - 50 52 

人日/月 - - - 255 270 

 

事 業 № ２ 就労移行支援 （第４章 障害福祉計画 p151） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 

一般就労を希望する障害者を対象に，一定期間，就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練，求職活動に関する支援，就職後の職場への定

着のために必要な相談等の支援を行います。 

指 標 の 説 明 日中活動系サービスのうち，就労移行支援の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

就労移行支援 
人/月 99 96 105 110 115 

人日/月 1,770 1,614 1,785 1,870 1,955 

 

事 業 № ３ 就労継続支援（Ａ〔雇用〕型・Ｂ〔非雇用〕型） （第４章 障害福祉計画 p152） 

事 業 種 別 日中活動系サービス 

概 要 と 今 後 

Ａ〔雇用〕型は，雇用契約に基づき，生産活動，就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練，その他の必要な支援を行います。 

Ｂ〔非雇用〕型は，一般企業等での就労が困難な障害者を対象に，生産活動，就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練，その他の必要な支援を行います。 

指 標 の 説 明 
日中活動系サービスのうち，就労継続支援（Ａ〔雇用〕型・Ｂ〔非雇用〕

型）の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

就労継続支援（Ａ〔雇用〕型） 
人/月 78 96 106 111 117 

人日/月 1,585 1,867 2,014 2,109 2,223 

就労継続支援（Ｂ〔非雇用〕型） 
人/月 410 418 460 483 508 

人日/月 7,225 7,458 7,820 8,211 8,636 
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柱５ 

子どもの成長への支援 

 

（１） 基 本 方 針 

健診等を活用して障害や発達支援の必要のある児童を早期に把握するとともに，適切な

療育や福祉サービスの利用につなげるよう，早期支援の充実を図ります。 

幼児期は児童発達支援の活用を図るとともに，こども園・幼稚園・保育園での集団生活

をサポートする体制構築に取り組みます。 

学齢期は児童の特性に応じた多様な教育環境を整備するとともに，特に不足している肢

体不自由児や医療的ケア児への対応も含めて放課後や休日の支援，家族の子育てを支える

施策を展開します。ライフステージに応じた切れ目のない支援と各段階に応じた関係者の

連携を強化します。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 保健・療育等の充実 

  
  取組１ 障害の早期発見から健やかな育成のための

療育支援 
①～② 

  
   
  

取組２ こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 ①～④ 
  

 

施策２ 学齢期への支援の充実 

  
  

取組１ インクルーシブ教育システムの構築 ①～⑤ 
  
   
  

取組２ 放課後等支援の充実 ①～② 
  

 

柱
５ 

子
ど
も
の
成
長
へ
の
支
援 
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施策１ 保健・療育等の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ こども発達センターと官民の児童発達支援センターを中核とし，障害のある

児童や発達支援の必要な児童の早期発見とフォロー体制，児童発達支援の充

実を図ります。 

▶ こども園・幼稚園・保育園をサポートし，適切な療育支援が受けられ，地域

で育つ環境を整備します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 障害の早期発見から健やかな育成のための療育支援 

市では，幼児健康診査等の母子保健事業に「こども発達センター」から心理相談員を派

遣することにより，支援が必要な児童の早期発見に努めています。 

保健所と「こども発達センター」の相互の連携が図られることにより，「障害」と確定さ

れない早期の段階から支援が必要な児童への支援が充実してきました。今後は，ライフス

テージを通じて切れ目なく一貫した療育支援を受けられるよう，相談・通所・入所事業所

の支援体制の一層の充実を図るとともに，障害のある児童の家族を支援する体制の整備な

ど，児童発達支援センターを中核的に位置付け，障害児通所事業所等の密接な連携を図り，

重層的な支援体制の整備が必要です。 

⇒ 取組１（103 ページ） 

 

■ こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 

児童発達支援と，こども園・幼稚園・保育園の併行利用が可能なことから，療育を受け

ながら地域のこども園・幼稚園・保育園に在籍する児童が増加しています。本市では，「障

害児等療育支援事業」を民間事業者に委託し，こども園・幼稚園・保育園への巡回支援の

充実を図るとともに，公・民の事業所による「保育所等訪問支援事業」の実施にいち早く

取組むなど，地域で育つ環境整備に努めてきました。今後は，こども園・幼稚園・保育園

への在籍児童の増加に対応するために，両事業のさらなる充実を図ることが必要です。 

⇒ 取組２（105 ページ） 
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取組１ 障害の早期発見から健やかな育成のための療育支援 

障害のある児童や発達支援の必要な児童を早期に発見し，支援につなげていけるよう，

幼児健康診査をはじめとする母子保健事業を推進するとともに，支援が必要な児童や家族

については速やかにこども発達センターや児童発達支援センターにつなげ，センターを中

核的に位置付け，関係事業所により適切な支援を提供します。 

 

① 母子保健事業等の充実 〔こども発達センター〕 

概 要 と 

方 針 

支援の必要な児童を早期に発見し，母子等の支援

につなげていけるよう，こども発達センターとの密

接な連携のもと，養育者への相談体制や乳幼児期の

母子保健対策を充実させます。 

主 な 

事 業 
◇幼児健康診査（○保地域保健課） 

 

関連事業 

○発達相談 

○地域子育て支援拠点事業 

○８か月児相談事業 

○子育て世代包括支援センター運営事業 

○ここども発達センター 

○こ子育て支援課 

○保地域保健課 

○保地域保健課 

 

「柏市こども発達センター」 

発育や発達に不安や心配がある段階の相談・支援から，毎日療育が必要な児童への

支援まで，児童の状況に応じてさまざまな支援を提供しています。 

また，柏市保健所，民間の児童発達支援事業所，こども園，幼稚園，保育園，柏市

教育研究所等といった関係機関と積極的に連携を図り，発見から支援，さらに就学へ

と円滑に進んでいけるように，その時々に応じて最適な支援を提案できるよう心がけ

ています。 

さらにセンターでは，「柏市障害児等療育支援事業」を市内の民間児童発達支援セ

ンターに委託し，その中で学齢以降の人の相談・支援にも対応しています。 
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② 療育支援の充実 〔キッズルーム ひまわり〕 

概 要 と 

方 針 

早期支援の充実に対応するため，こども発達セン

ターにおいては，支援を担当する理学療法士，作業

療法士，言語聴覚士，心理相談員等のスタッフを充

実させ，適切な支援が適切な頻度で提供できる職員

体制を構築することにより，各種支援の充実を図り

ます。併せて，保護者，家族向けの支援の充実を図ります。 

障害のある子どもがライフステージを通じて切れ目のない一貫した療

育支援を受けられるよう，児童発達支援センターを中核的な支援施設とし

て位置付け，自立支援協議会こども部会を通して障害児通所支援事業所と

密接な連携を図り，重層的な障害児支援の体制整備を推進します。さらに，

特に不足している肢体不自由児や医療的ケア児への対応についての取り

組みも行います。 

主 な 

事 業 

◇外来療育相談支援（集団・個別）事業（○ここども発達センター） 

◇児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援の充実（○こ

こども発達センター，○福障害者相談支援室） 
 

関連事業 

○キッズルームひまわり(児童発達支援)・キッズルームこすも

す(医療型児童発達支援)運営事業 

○障害児等療育支援事業（巡回支援） 

○自立支援協議会こども部会の運営支援 

○自立支援協議会相談支援連絡会の運営支援(医療的ケアに関

する相談支援専門員の研修) 

○喀痰吸引等の特定行為ができるホームヘルパーの育成 

○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置新規 

○ここども発達センター 

 

○ここども発達センター 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

居宅訪問型児童発達支援とは… 

現状のサービスでは，重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援

を受ける機会が提供されていないことから，2018 年度より，「居宅訪問型児童発達

支援」として，障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児を

対象とした発達支援サービスが提供されます。 
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取組２ こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 

こども園・幼稚園・保育園に在籍する障害児が集団生活への適応促進を図るために，保

育所等訪問支援，障害児等療育支援(巡回支援)の拡充に努めます。 

また，さまざまな機会を利用して，こども発達センターを中心に障害児通所支援事業所

とこども園・保育園・幼稚園，教育支援機関等との連携強化を図り，就学までのライフス

テージごとに切れ目のない支援の充実に努めます。 

 

① こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 〔キッズルーム こすもす〕 

概 要 と 

方 針 

主に児童に対して直接支援を行う「保育所等訪

問支援」と園の職員に対して支援を行う「障害児

等療育支援事業(巡回支援)」について，関係機関

との連携強化のもと，両事業の長所を活かして使

い分けることにより，効率的で実効性の高い支援

を行います。 

市内のこども園・幼稚園・保育園等の職員に『キッズルームひまわり』，

『キッズルームこすもす』，『外来集団支援』の活動場面を公開し，支援方

法等の理解促進に努めるとともに，各園との連携強化を図ります。 

発達支援の必要な子どもに対する専任の幼稚園教諭または保育士等を

雇用している園に対して補助金を給付します。 

主 な 

事 業 
◇保育所等訪問支援事業（○ここども発達センター，○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○障害児等療育支援事業（巡回支援）(再掲） 

○こども園・幼稚園・保育園に対する公開療育・研修会等の開催 

○特定教育・保育施設等運営費等補助金 

○私立幼稚園等運営費等補助金 

○ここども発達センター 

○ここども発達センター 

○こ保育運営課 

○こ保育運営課 

 

② 障害の有無にかかわらない集団保育の推進  

概 要 と 

方 針 

障害の有無に関わらず集団保育を受けることができるように，市内こど

も園・保育園と関係する機関の連携強化を促進します。 

また，集団保育を希望する医療的ケア児の相談及び保育の環境づくりに

も努めます。 

肢体不自由児や医療的ケア児への支援者を育成します。 
 

関連事業 

○障害の有無に関わらない集団保育の推進 

○喀痰吸引等の特定行為ができるホームヘルパーの育成（再掲） 

○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置新規（再掲） 

○こ保育運営課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 
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③ 保育相談の実施 〔アシストコール〕 

概 要 と 

方 針 

保育運営課窓口のアシストパートナーが必要

に応じて他機関への紹介や情報提供を行います。

また，保育施設において在園児や地域の保護者に

対して保育相談を実施します。 

 

関連事業 

○保育園における保育相談 

○アシストコール・アシストデスク事業 

○こ保育運営課 

○こ保育運営課 

 

④ 就学時の切れ目のない支援の充実 〔ライフサポートファイル〕 

概 要 と 

方 針 

障害や発達の気になる児童が，誕生から幼児

期，学齢期とライフステージを移行する中で，児

童の情報を一貫して管理し，引継ぎを円滑にする

ため「ライフサポートファイル」の活用を促進し

ます。 

また，支援を必要とする児童の情報が確実に小学校等に引き継がれるよ

う，保護者や園・療育機関等が協力して「就学移行支援計画」を作成する

とともに，保育所等訪問支援事業を有効に活用し，円滑な引継ぎを行いま

す。 

こども園・幼稚園・保育園と小学校との連携が図れるよう，早期からの

教育相談・支援体制の構築に向けた取組を行います。 
 

関連事業 

○ライフサポートファイルの活用促進 

 

 

○就学移行支援計画の作成 

○幼保こ小連絡協議会の開催  

○幼保こ小連携研究委員会による調査研究 

○乳幼児保健懇話会の開催 

 

○早期からの教育相談・支援体制構築事業 

○保育所等訪問支援事業（再掲） 

 

○障害児支援利用計画の作成促進 

○ここども発達センター 

○福障害者相談支援室 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○こ保育運営課 

○教教育研究所 

○ここども発達センター 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 
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施策２ 学齢期への支援の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 共生社会の形成に向け，インクルーシブ教育システムの構築を目指し，特別

支援教育を推進していきます。 

▶ 特に不足している肢体不自由児や医療的ケア児への対応も含めて放課後や

休日の支援，家族の子育ての負担軽減となる施策を推進します。 

 

（２） 現状と主な課題 

■ インクルーシブ教育システムの構築 

アンケート調査では，今後力を入れる障害者福祉の取組として「学校教育の充実」，学校

生活を送る上で希望する援助として「教職員の専門性」が上位にあげられています。 

本人の障害特性に応じた合理的配慮や教育等を推進することはもちろんですが，共生社

会の形成に向けて，障害のある児童生徒とない児童生徒とが共に学ぶ仕組みである「イン

クルーシブ教育システム」の構築を推進していくことが重要です。 

このシステムを実現するためには，特別支援教育体制の充実や教職員の専門性の向上，

多様な学びの場の整備，交流及び共同学習の推進に努めていく必要があります。 

また，障害のある子どもには可能な限り，早期から成人に至るまで，入学・進学・進級

等ライフステージが変わっても，切れ目のない支援が受けられるよう，引継ぎの資料とし

て「ライフサポートファイル」，「就学移行支援計画」，「個別の教育支援計画」，「個別の指

導計画」等を活用し，福祉・教育の連携による一貫した支援体制の仕組みを構築していく

必要があります。 

⇒ 取組１（108 ページ） 

 

■ 放課後等支援の充実 

アンケート調査では，利用したいサービスとして「放課後等デイサービス」や「通学援

助」，学校生活で困ることとして「長期休暇時の対応に困る」が多く，放課後支援など障害の特性や

家庭の状況に応じた短期入所などの居場所や預かり・外出サービスの充実が求められています。放

課後等デイサービスについては，様々な分野からの参入が相次いでおり，質の向上が大きな問題

となっており，増加する事業者への適切な指導も必要です。 

また，ヒアリング調査では「肢体不自由児や医療的ケアの必要な子ども達も通える放課

後等デイサービスの充実」が求められており，整備をしていく必要があります。 

⇒ 取組２（111 ページ） 
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取組１ インクルーシブ教育システムの構築 

共生社会の形成に向けて，インクルーシブ教育システムの構築を進めます。 

障害のある児童生徒がその能力や可能性を最大限に伸ばして，将来自立し，社会参加す

ることができるよう，特別支援教育の充実に努めます。 

 

① 教育・福祉・医療・保育の連携による早期からの支援体制の構築  

概 要 と 

方 針 

入学・進学・進級等で，就学先やライフステー

ジ，環境が変わっても，適切な支援や指導が継続

して受けられるよう，「ライフサポートファイ

ル」，「就学移行支援計画」，「個別の教育支援計画」

や「個別の指導計画」等を活用し，教育・福祉・

医療・保育の連携による一貫した支援体制の構築を目指します。 

また，幼保こ小，小中，中高の接続期の移行をなめらかにし，切れ目の

ない支援を行うため，関係機関の連携を強化します。 

主 な 

事 業 

◇ライフサポートファイルの活用促進（再掲）（○ここども発達センター，

○福障害者相談支援室，○教教育研究所） 
 

関連事業 

○障害児等療育支援事業（巡回支援）（再掲） 

○保育所等訪問支援事業（再掲） 

 

○早期からの教育相談・支援体制構築事業（再掲） 

○就学移行支援計画の作成（再掲） 

○幼保こ小連絡協議会の開催（再掲） 

○特別支援教育コーディネーター連絡会の開催 

○ここども発達センター 

○ここども発達センター 

○福障害者相談支援室 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

 

「ライフサポートファイル」 

本市では，障害のあるお子さんや発達支援に配慮を必要とするお子さんを対象にサ

ポートファイルを作成しています。お子さんの大切な成長の記録や医療・福祉サービ

スなどの利用に関する情報をまとめて整理することで，お子さんの成長とともに，教

育，医療，福祉の支援者が変わったときに，スムーズな引継ぎや情報伝達に役立つこ

とを目指しています。 
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② 多様な学びの場の整備と交流及び共同学習の推進 〔ことばきこえの教室〕 

概 要 と 

方 針 

障害のある児童生徒に対して，自立と社会参加

を見据え，適切な支援や指導ができるよう，通常

の学級における合理的配慮の提供，特別支援学級

や通級指導教室の整備，教育支援員(医療的ケア

のできる教育支援員を含む)の適正な配置等に努

めます。また，通常の学級と特別支援学級，小中学校と特別支援学校との

交流及び共同学習の推進を図ります。 

主 な 

事 業 
◇多様な学びの場の整備（○教教育研究所） 

 

関連事業 

○交流及び共同学習の推進 

○居住地校交流 

○教育支援員（医療的ケアのできる教育支援員を含む）の配置 

○教各学校 

○外特別支援学校 

○教教育研究所 

 

③ 障害に配慮した教育環境の整備 〔体育館入口の段差解消〕 

概 要 と 

方 針 

障害の状態や教育的ニーズに応じて，施設のバ

リアフリー化や ICT の導入等，障害に配慮した教

育環境の整備に努めます。 

多様性を尊重し，より多くの児童生徒にとって

学びやすい環境となるようユニバーサルデザイ

ンの視点を取り入れた環境づくりや授業づくり

を推進します。 

特別支援教育コーディネーターを中心とした

校内支援体制の整備・充実を図ります。 

その他，通常の学級に在籍する障害のある児童

生徒で学校教育法施行令２２条の３に該当する児童生徒や特別支援学級

に在籍する児童生徒の保護者に対し，経済的負担を軽減します。 
 

関連事業 

○障害に配慮した教育環境の整備 

○ユニバーサルデザインの視点を取り入れた環境と授業づくり 

○校内支援体制の整備・充実 

○特別支援教育就学奨励費 

○教学校施設課 

○教各学校 

○教教育研究所 

○教学校教育課 
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④ 教職員の専門性の向上 〔特別支援学級担任等の専門的な研修〕 

概 要 と 

方 針 

一人ひとりのニーズや特性に応じた教育の充

実に向け，すべての教職員に対し，特別支援教育

に関する研修を実施します。 

また，特別支援学級や通級指導教室の担当者等

に対しては，より専門的な研修を実施し，巡回相

談等による個別の指導・助言を行います。 

校内支援体制を充実させるため，特別支援教育専門指導員や担当指導主

事等による巡回相談を実施し，適切な支援や指導について助言します。 

特別支援教育の専門家による専門家チーム会議において，指導・助言を

受けながら，柏市の特別支援教育の推進・充実を図ります。 
 

関連事業 

○特別支援教育に関する研修 

○特別支援学級担任等の専門的な研修 

○特別支援教育専門指導員等による巡回相談 

○専門家チーム会議の開催 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

 

⑤ 教育相談・保護者支援の充実 〔パンフレット〕 

概 要 と 

方 針 

教育相談窓口に臨床心理士等を配置し，発達障害

や不登校・進学等の子育てや教育に関する相談・発

達検査等に対応します。 

なめらかな就学に向けて，就学移行期における就

学相談や早期相談を充実させます。 

入学や進学に向けた不安が解消されるよう，就

学・進学ガイダンスやパンフレット等で情報提供を

行ったり，相談会を実施したりします。 

子育ての悩みを解消し，子育ての仲間づくりを行

うため，ペアレント・プログラムを実施します。 
 

関連事業 

○教育相談 

○就学相談 

○早期からの教育相談・支援体制構築事業（再掲） 

○就学ガイダンス・進学ガイダンス 

○ペアレント・プログラム 

○教児童生徒課 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 

○教教育研究所 
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取組２ 放課後等支援の充実 

家庭や状況に応じた預かりサービスが利用できるよう，放課後等デイサービス，こども

ルームなどの放課後・休日支援を充実させます。 

また，肢体不自由児や医療的ケア児も利用できる放課後等デイサービスの充実を図りま

す。 

 

① 放課後等デイサービス事業等の充実及び質の向上 〔放課後等デイサービス〕 

概 要 と 

方 針 

放課後等デイサービス事業については，利用者

のニーズに合った適切な支援が行えるよう，放課

後等デイサービスガイドラインに基づき，その質

の向上のための必要な指導を行います。 

肢体不自由児や医療的ケアの必要な子ども達

も通える放課後等デイサービスの充実を図るとともに，真に必要な放課後

等デイサービス事業を推進します。さらに，障害のある児童生徒のための

短期入所や居宅介護・外出支援を充実します。 

主 な 

事 業 

◇放課後等デイサービスの充実（○福障害福祉課，○福障害者相談支援室） 

◇障害児事業所の指定指導権限の移譲（2019 年度～）新規（○福障害福

祉課） 
 

関連事業 

○自立支援協議会こども部会の運営支援（再掲） ○福障害者相談支援室 

 

② こどもルームでの受け入れ体制の充実 〔柏八小こどもルーム〕 

概 要 と 

方 針 

放課後において障害のある児童生徒が安心し

て過ごせるよう，必要に応じてこどもルーム内の

改修を行っていきます。 

また，障害の理解を深めるため，こどもルーム

指導員への内部研修の実施と外部研修の受講を

推進するとともに，障害児等療育支援事業による巡回支援を行います。 
 

関連事業 

○障害に配慮した環境の整備 

○指導員研修 

○こどもルームへの巡回指導 

○障害児等療育支援事業（巡回支援）（再掲） 

○こ学童保育課 

○こ学童保育課 

○教教育研究所 

○ここども発達センター 
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■ライフステージ別支援内容 

妊娠・出産 
乳児期 幼児期 学齢期 

0歳 1～5歳 6～18歳頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施策１ 保健・療育等の充実 

取組１ 障害の早期発見から健やかな育成のための療育支援 

  ① 母子保健事業等の充実 

 

 

 

幼児健康診査 

発達相談 

外来療育相談支援（集団・個別）事業 

キッズルームこすもす 

キッズルームひまわり 

保健所 

こども部 

② 療育支援の充実 

取組２ こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 

① こども園・幼稚園・保育園等支援の充実 

保育所等訪問支援事業 

③ 保育相談の実施 

保育園における保育相談 

アシストコール・アシストデスク事業 

④ 就学時の切れ目のない支援の充実 

ライフサポートファイルの活用促進 

教育委員会 
就学移行支援計画の作成 

施策２ 学齢期への支援の充実 

取組１ インクルーシブ教育システムの構築 

 就学相談 
 

⑤ 教育相談・保護者支援の充実 

 教育相談 

保健福祉部 
取組２ 放課後等支援の充実 

① 放課後等デイサービス事業等の充実及び質の向上 

障害児等療育支援事業 

入所支援 

児童発達支援 

８か月児相談事業 

子育て世代包括支援センター運営事業 
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評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱５ 子どもの成長への支援】 

（１） 基本指針に定める成果指標 

事 業 № １ 
障害児支援の提供体制の整備等（障害児福祉計画） 

（第４章 障害福祉計画 p147） 

国 の 考 え 方 

① 児童発達支援センターの設置 

2020 年度末までに，児童発達支援センターを各市町村に少なくとも

１カ所以上設置することを基本とする。なお，市町村単独での設置が困

難な場合には，圏域での設置であっても差し支えない。 

② 保育所等訪問支援事業の開始 

2020 年度末までに，すべての市町村において，保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築することを基本とする。 

③ 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業の開始 

2020 年度末までに，主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以

上確保することを基本とする。なお，市町村単独での確保が困難な場合

には，圏域での確保であっても差し支えない。 

④ 医療的ケア児支援の協議の場の設置 

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように，2018年度末までに，

各都道府県，各圏域及び各市町村において，保健，医療，障害福祉，保

育，教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本

とする。なお，市町村単独での設置が困難な場合には，都道府県が関与

した上での，圏域での設置であっても差し支えない。 

指 標 の 説 明 障害児支援の提供体制の整備等について，成果を計る指標です。 
 

項目 単位 2020年度 

児童発達支援センター 設置有無 有 

保育所等訪問支援事業 開始有無 有 

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 開始有無 有 

医療的ケア児支援の協議の場 設置有無 有 

 



 

114 

（２） 障害福祉サービスの実績と見込み（活動指標） 

事 業 № １ 居宅訪問型児童発達支援新規 （第４章 障害福祉計画 p158） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児通所支援 

概 要 と 方 針 
障害児の居宅を訪問し，日常生活における基本的な動作の指導，知識技能

の付与等の支援を行います。 

指 標 の 説 明 障害児通所支援のうち，居宅訪問型児童発達支援の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

居宅訪問型児童発達支援（利用児童

数）新規 

人/月 - - 1 1 1 

人日/月 - - 5 5 5 

 

事 業 № ２ 
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーター新規 

 （第４章 障害福祉計画 p159） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児通所支援 

概 要 と 方 針 
関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専

門員等の配置を行います。 

指 標 の 説 明 
障害児通所支援のうち，医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整する

コーディネーターの充実度を図る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

コーディネーター（配置人数）新規 人/月 - - 5 6 7 
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事 業 № ３ 児童発達支援・医療型児童発達支援 （第４章 障害福祉計画 p157） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児通所支援 

概 要 と 方 針 

児童発達支援は，療育の必要性がある未就学児童を対象に，日常生活にお

ける基本的な動作の指導，集団生活への適応訓練，その他必要な支援を行い

ます。 

医療型児童発達支援は，肢体不自由の児童を対象に，日常生活における基

本的な動作の指導，集団生活への適応訓練等を行うとともに，身体の状況に

より，治療を行います。 

指 標 の 説 明 
 障害児通所支援のうち，児童発達支援・医療型児童発達支援の充実度を計

る指標になります。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

児童発達支援 
人/月 155 205 226 237 249 

人日/月 1,642 2,111 2,260 2,370 2,490 

医療型児童発達支援 
人/月 25 27 27 27 27 

人日/月 199 169 216 216 216 

 

事 業 № ４ 放課後等デイサービス （第４章 障害福祉計画 p157） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児通所支援 

概 要 と 方 針 
 小・中・高校生の障害児に対して，放課後や休日，夏休み等の長期休暇中

において，生活能力向上のための訓練等を継続的に行います。 

指 標 の 説 明 
障害児通所支援のうち，放課後等デイサービスの充実度を計る指標になり

ます。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

放課後等デイサービス 
人/月 407 491 648 712 784 

人日/月 4,564 5,729 5,832 6,408 7,056 
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事 業 № ５ 保育所等訪問支援 （第４章 障害福祉計画 p158） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児通所支援 

概 要 と 方 針 

障害児施設で指導経験のあるスタッフが，保育所等を定期的に訪問し，障

害児や保育所等の職員に対し，障害児が集団生活に適応するための専門的な

支援を行います。 

指 標 の 説 明 障害児通所支援のうち，保育所等訪問支援の充実度を計る指標になります。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

保育所等訪問支援 
人/月 33 34 36 37 38 

人日/月 34 39 43 44 46 

 

事 業 № ６ 障害児相談支援 （第４章 障害福祉計画 p159） 

事 業 種 別 障害児福祉サービス・障害児相談支援 

概 要 と 今 後 
障害児通所支援を利用する児童を対象に，障害児支援利用計画を作成し，

ケアマネジメントを行います。 

指 標 の 説 明 
障害児通所支援を利用する児童を対象とした相談支援の充実度を計る指標

です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

障害児相談支援 人/月 97 103 113 119 125 
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柱６ 

健康・医療体制の充実 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者が心身ともに健康で，身体機能を維持し，障害の重度化や二次障害を発生することがな

いよう，健康管理に関する動機づけやリハビリ相談を実施するとともに，疾病を起因とした障害

を予防するため健康づくりや介護予防を普及します。 

医療と福祉の連携を進め，医療的ケアが必要な障害者（児）への在宅支援等の充実を図ります。 

精神障害者の地域生活を促進・支援するために，精神疾患や精神保健に係る啓発活動を行うと

ともに，医療と福祉の連携，グループホーム整備も含めた住まいの確保，退院支援・地域移行等

を包括的に実施する地域包括ケアシステムの構築を図ります。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 健康管理等の支援 

  
  

取組１ 健康管理等の支援 ①～② 
  
   
  

取組２ 専門職によるサービス利用・リハビリ相談 ① 
  

 

施策２ 医療・ケア体制の充実 

  
  

取組１ 医療的ケアの支援体制の構築 ① 
  
   
  

取組２ 公費負担医療による負担軽減の実施 ① 
  
   
  

取組３ 障害児者の歯科診療・歯科保健の実施 ①～② 
  

 

施策３ 精神保健の充実 

  
  

取組１ 専門的体制と相談支援の強化 ① 
  
   
  取組２ 精神障害に対応した地域包括ケアシステム

の構築 
①～② 

  

柱
６ 
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施策１ 健康管理等の支援 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者の心身の健康増進を図るとともに，障害の発症予防や重度化防止に努

めます。 

▶ 障害者が在宅生活を続けられるよう，リハビリテーションに関する相談，補

装具や福祉サービスの利用支援を行います。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 健康管理等の支援 

身体障害や要介護状態の発生等をできる限り予防していくため，「一次予防」としての疾

病予防・フレイル（虚弱）予防の視点が重要であり，市民の生涯を通じた健康づくりを支

援していく必要があります。 

アンケート調査では，障害の重度化予防のためにしたいこととして「定期的に病院に通

う」「食生活に気をつける」「散歩をする（歩く）」などの割合が高く，各種保健等事業を通

じて障害の発生予防や軽減について取り組んでいくことが重要です。 

また，市では，従来から実施している「ロコモフィットかしわ」をはじめとする介護予

防事業を，2016 年度よりフレイル予防事業と位置づけ，フレイル予防の３つの柱である

「栄養（食・口腔機能）・運動・社会参加」に基づいた講座や地域での活動支援を開始しま

した。 

障害者や高齢者の生活機能の低下を早期に発見し，障害の程度の重度化を防止できるよ

う，フレイル予防事業の推進が求められています。 

⇒ 取組１（119 ページ） 

 

 

 

 

■ 専門職によるサービス利用・リハビリ相談 

障害者が安心して在宅生活を続けられるためには，リハビリの他，適切な補装具の使用

による身体機能のサポートや通所や移動支援等の福祉サービスの利用による社会参加が必

要です。2013 年度から障害福祉サービスや補装具の対象に難病が追加され，対象疾患も

拡大されていることから，難病患者の福祉サービスや補装具への対応も求められています。 

⇒ 取組２（119 ページ） 

フレイルとは，加齢とともに，心身の活力（運

動機能や認知機能等）が低下することです。 

しかし，適切な介入・支援により，生活機能の

維持向上が可能です。 
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取組１ 健康管理等の支援 

障害の発生予防，二次障害予防，重度化防止のため，障害者本人や市民全般に対して生活習慣病

予防等の健康づくりを推進します。また，身体機能の維持・向上を図るため，リハビリテーション

の提供体制を充実させるとともに，これからの高齢社会に対応し，介護予防事業を推進します。 

 

① 生涯を通じた健康づくり，障害の予防 〔手賀沼ふれあいウォーク〕 

概 要 と 

方 針 

障害の発生や中途障害の原因疾患となる生活習慣

病を予防するため，健康診査，健康教育，健康相談な

ど各種保健事業を充実させます。また，健康の悪化に

より障害の重度化や二次障害を引き起こすことがな

いよう，健康情報の提供や講座を開催します。 
 

関連事業 

○健康診査の実施 

○健康教育 

○健康相談 

○ウォーキングの推進 

○柏市地域栄養相談システム 

○保健康増進課 

○保健康増進課 

○保健康増進課 

○保健康増進課 

○保健康増進課 
 

② 高齢期における障害の重度化防止 〔フレイル予防の取組〕 

概 要 と 

方 針 

高齢期においても生活機能を維持し，自立した

生活が送れるよう，フレイル予防事業を推進しま

す。 

主 な 

事 業 
◇フレイル予防事業（○福地域包括支援課） 

 

関連事業 

○介護予防センター事業 

○ロコモフィットかしわ 

○フレイル予防・健康づくり出前講座 

〇地域包括支援センターによる取組 

○通いの場事業 

○福地域包括支援課 

○福地域包括支援課 

○福地域包括支援課 

○福地域包括支援課 

○福地域包括支援課 
 

取組２ 専門職によるサービス利用・リハビリ相談 

① 専門職による相談の充実 〔保健師による相談〕 

概 要 と 

方 針 

理学療法士や保健師を配置して，身体障害者や難病

患者の補装具や福祉サービス利用に関する相談・利用

援助を行うとともに，障害者やその家族，障害福祉サ

ービス事業所等からのリハビリに関する相談に対応

し，身体機能の維持・生活の質の向上を図ります。 
 

関連事業 

○理学療法士，保健師による相談 ○福障害者相談支援室 
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施策２ 医療・ケア体制の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 医療と福祉の連携を強化するとともに，医療的ケアの必要な障害者（児）へ

の支援体制を構築します。 

▶ 必要なかたが適切に利用できる医療費助成制度の支援体制を整備します。 

▶ 障害者の歯科保健事業を推進します。 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 医療的ケアの支援体制の構築 

障害者の医療は，障害の特性等から身近で適切な医療が受けられる状況には必ずしもな

い実態があります。 

アンケート調査では，医師の障害への理解不足といった回答も多く，医療と福祉の連携

強化を図ることで，相互理解を深め，両面からの総合的な支援体制が必要とされています。 

医療的ケアの支援が必要な障害者（児）の増加とともに，在宅生活を送るための医療的

ケアも含めた支援へのニーズが高まっています。アンケート調査やヒアリング調査でも，

医療的ケアができるヘルパーの増加や退院する子どもが地域生活に移行する際の支援体制

が求められています。 

本市では，2013 年度に「柏市障害児等医療的ケア支援連絡会」を設置し，医療や福祉

の関係機関や庁内関係部署の連携を促進し，医療的ケアの必要な障害児者の支援体制構築

に向けた取組みを進めてきました。今後は家族による介護の負担軽減のために，喀痰吸引

等研修を修了したホームヘルパーをさらに確保するなど，一層の取組みが必要です。 

⇒ 取組１（121 ページ） 
 

■ 公費負担医療による負担軽減の実施 

心身の障害や疾病による通院や入院による医療費負担は時にその負担が大きくなること

があります。本市では県と連携し，重度心身障害者医療費助成制度の現物給付化を 2015

年度から実施する等，より利用しやすい助成制度への変更に努めてきました。 

精神疾患など長期に渡り治療が必要な場合は，その負担により治療が中断することがな

いように支援する必要があります。自立支援医療費や重度心身障害者（児）医療費等の助

成制度により公費負担医療を継続する必要があります。 

⇒ 取組２（122 ページ） 
 

■ 障害児者の歯科診療・歯科保健の実施 

歯科診療の分野については，2010 年からウェルネス柏において，一般歯科診療所では

治療が困難な障害者（児）などに「特殊歯科診療事業」を実施しています。 

引き続き，身近な診療所として活用していただけるよう，かかりつけ歯科医など医療関

係者との連携を強化する必要があります。 

⇒ 取組３（122 ページ） 
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取組１ 医療的ケアの支援体制の構築 

医療的ケアが必要な障害者（児）への支援体制を構築するために，医療と福祉の関係機

関による連携を強化するとともに，喀痰吸引等の特定行為ができるホームヘルパーや医療

的ケア児に関するコーディネーターの配置等の人材育成を行います。 

 

① 医療的ケアの支援体制の構築 〔ホームヘルパーの育成〕 

概 要 と 

方 針 

医療的ケアを必要とする障害者（児）が安心し

て地域生活を送れるよう，医療的ケアに対応でき

るホームヘルパーや相談支援専門員，コーディネ

ーターの育成を行います。 

また，委託相談支援事業を活用し，医療的ケアに対応できる相談場所を

確保するとともに，支援策の検討や医療と福祉の関係機関の連携を障害児

等医療的ケア支援連絡会を活用して進めます。 

主 な 

事 業 
◇障害児等医療的ケア支援連絡会の開催（○福障害者相談支援室） 

 

関連事業 

○委託相談支援事業を活用した相談場所の確保 

○自立支援協議会相談支援連絡会の運営支援(医療的ケアに関

する相談支援専門員の研修)（再掲） 

○喀痰吸引等の特定行為ができるホームヘルパーの育成（再掲） 

○医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターの配置新規（再掲） 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

 

「医療的ケア」と福祉サービスとは… 

「医療的ケア」とは，医師の指導の下に，保護者や看護師が日常的・応急的に行っ

ている経管栄養，痰（たん）の吸引等の医行為を指します。 

また，ＮＩＣＵ等に長期入院した後，引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し，痰

の吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児を「医療的ケア児」と呼

称します。 

2012 年に制度改正が行われ，医療との連携のもと，一定の研修を受けた介護職員

が「痰の吸引」と「経管栄養」など一部の医療的ケアを行うことができるようになっ

たことにより，医療的ケアができるホームヘルパーを利用することで退院が可能とな

りやすくなるなど，在宅生活の支援が行われています。 
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取組２ 公費負担医療による負担軽減の実施 

公費負担医療の継続により医療費の負担軽減を行います。 
 

① 医療費の助成 〔重度心身障害者（児）医療費助成受給券〕 

概 要 と 

方 針 

心身障害の状態の軽減や自立した日常生活・社会

生活を営むために必要な育成医療費や更生医療費を

助成し，障害者の経済的支援を推進します。 

また，一人ひとりの障害の状況や健康状態に応じ

て，適切な医療行為が受けられるよう環境を整えて

いくとともに，重度心身障害者（児）医療費や精神障害者入院費の助成を継

続します。 
 

関連事業 

○自立支援医療（精神通院・育成医療・更生医療） 

○重度心身障害者（児）医療費助成 

○精神障害者入院費助成 

○未熟児養育医療の給付 

○小児慢性特定疾病医療支援事業 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

○保地域保健課 

○保地域保健課 

 

取組３ 障害児者の歯科診療・歯科保健の実施 

障害者の歯科診療・歯科保健の充実を図ります。 
 

① 特殊歯科診療事業の実施 〔特殊歯科診療所〕 

概 要 と 

方 針 

一般の歯科診療所では治療が難しいかた（障害

者・児，要介護者)を対象に歯科診療をはじめ，予

防処置や摂食・嚥下（せっしょく・えんげ）機能療

法などの指導や訓練を実施します。 
 

関連事業 

○特殊歯科診療事業 ○外柏市医療センター 

 

② 障害者（児）歯科保健事業の実施  

概 要 と 

方 針 

こども発達センター及び市内障害者施設におい

て，口腔衛生の自己管理及び治療が難しい障害者

（児）を対象に，歯科疾患予防や安全に食べる

ための支援，歯科相談などを実施し，歯科保健の 

充実を図ります。 
 

関連事業 

○障害者（児）の歯科保健指導・啓発 ○保地域保健課 
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施策３ 精神保健の充実 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 専門的体制と相談支援を強化し，心の健康対策の充実を図ります。 

▶ 精神障害者の地域生活を促進・支援するために，精神疾患や精神保健に係る

啓発活動を行うとともに，医療と福祉の連携を進め地域包括ケアシステムの

構築を図ります。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 専門的体制と相談支援の強化 

精神疾患患者や精神障害者は年々増加傾向にあり，本市においても精神障害者保健福祉

手帳を取得する人は 2016 年度末で 2,700 人を越えています。障害福祉サービスの利用

のため，福祉サービス受給者証の交付を受ける利用者も 2016 年度末で 600 人に迫って

いますが，両者の数には大きな開きがあり，一般就労や高齢者で介護保険サービスを利用

している人数を除いても，なお福祉サービスのにつながっていない人が多くいる状況です。

ひきこもりの状態にある方も含め，福祉サービスの利用に至るまで，長期に渡り相談対応

を要するケースもあり，市役所や保健所，委託相談支援事業所に精神保健福祉士を中心と

した専門職を配置し，相談支援体制を強化することが必要です。 

⇒ 取組１（124 ページ） 

 

■ 精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

法改正により，国の精神保健福祉施策の流れは，「長期入院から地域生活へ」「精神障害

に対応した地域包括ケアシステムの構築」に進んでいます。医療と福祉の連携，グループ

ホーム等の地域生活の基盤整備，ピアサポーターの活動による当事者による支援の提供等，

さまざまな施策を連携させて構築して行く体制づくりが必要となっています。本市では，

これまで県事業の精神障害者地域移行支援協議会と柏市自立支援協議会相談支援部会が連

携し，精神障害者の退院促進と地域移行に取り組んできましたが，広く地域生活を支える

ための医療と福祉の関係機関による協議の場の設置も求められています。 

⇒ 取組２（125 ページ） 
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取組１ 専門的体制と相談支援の強化 

保健所や市役所に精神保健福祉士等の専門職員を配置し，両者が連携し，またその役割

を関係機関や市民にわかりやすく周知することで，相談しやすい環境を整えます。委託相

談支援事業を活用し，専門職を配置した地域の相談場所を確保します。 

 

① 専門職による相談支援と連携の強化  

概 要 と 

方 針 

保健所や市役所，委託相談支援事業所に精神

保健福祉士等の専門職を配置して，心の健康や

医療に関する相談，福祉サービス等の生活相談

に対応する多様な相談窓口を確保するととも

に，対象者本人のみならず家族や支援者等も含

めた支援を実施します。 
 

関連事業 

○専門職による精神保健福祉に関する相談支援 

 

○精神科医師によるこころの健康相談・アルコール悩み事相談 

○アルコール相談事業（酒害教室，家族教室，減酒プログラム） 

○ひきこもり相談 

 

 

○委託相談支援事業を活用した相談場所の確保（再掲） 

○保保健予防課 

○福障害者相談支援室 

○保保健予防課 

○保保健予防課 

○保保健予防課 

○福障害者相談支援室 

○外社会福祉協議会 

○福障害者相談支援室 
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取組２ 精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築 

支援策の検討や医療と福祉の関係機関の連携を強化するために，精神障害に対応した地

域包括ケアシステムの構築のための関係者協議の場を設置します。 

精神障害者の地域生活の支援，退院から地域生活への移行の促進のため，居住支援と地

域支援の一体的な機能を持った地域生活支援拠点による体験の場の提供や緊急時の２４時

間相談受付や短期入所等による受け入れ，地域定着支援の利用等の多様なサービスを提供

します。またグループホームを中心とした居住の場の確保を進めるとともに，当事者によ

る支援の提供を進めるためのピアサポーターの養成を行います。 

関係者や市民に対する精神疾患や精神保健に関する正しい理解の促進を図るため，普及

啓発活動を行います。 

 

① 精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築  

概 要 と 

方 針 

地域包括ケアシステムの構築のために，支援策

の検討や医療と福祉の連携のために関係機関に

よる協議の場を設置します。 

地域生活支援拠点における相談，体験，緊急対

応，地域移行支援による退院支援と地域生活促

進，地域定着支援による単身生活者等のサポート，グループホーム整備等

による住まいの確保及びピアサポーターの養成による当事者による支援

の提供の取組を進めます。 

主 な 

事 業 

◇精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築のための関係者協議

の場の設置（○保保健予防課，○福障害者相談支援室，○福障害福祉課） 
 

関連事業 

○地域生活支援拠点事業（地域定着支援の利用促進）（再掲） 

 

○地域移行支援利用推進（再掲） 

 

○地域活動支援センターを中心としたピアサポーターによる

支援の提供 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害福祉課 

○福障害者相談支援室 

○福障害者相談支援室 

○保保健予防課 
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② 普及啓発の推進  

概 要 と 

方 針 

精神疾患に関する正しい知識を普及するため，市民向けの出前講座，市

民講座等を開催します。福祉活動に携わる市民ボランティアに対しても理

解を深める講座を開催します。 
 

関連事業 

○市民向けの精神疾患に関する講座・出前講座 

○精神科医等による市民講座 

○精神保健福祉ボランティアフォローアップ講座 

○精神保健福祉リーフレットの作成・研修の実施 

 

○保保健予防課 

○保保健予防課 

○保保健予防課 

○保保健予防課 

○福障害者相談支援室 
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評価・進捗管理（障害福祉計画 数値指標） 

障害福祉計画 【柱６ 健康・医療体制の充実】 

（１） 基本指針に定める成果指標 

事 業 № １ 
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（県の数値目標） 

（第４章 障害福祉計画 p144） 

国 の 考 え 方 

① 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置状況 

2020 年度末までに全ての障害保健福祉圏域ごとに保健・医療・福祉

関係者による協議の場を設置することを基本とする。 

② 市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置状況 

2020 年度末までに全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場を設置することを基本とする。市町村単独での設置が困難な

場合には，複数市町村による共同設置であっても差し支えない。 

③ 精神病床における１年以上長期入院患者数（65 歳以上，65 歳未満） 

2020 年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（65 歳以

上，65 歳未満）を，国が提示する推計式を用いて設定する。 

④ 精神病床における早期退院率（入院後3か月時点，6か月時点，1年時点） 

2020年度における入院後3か月時点の退院率を69％以上，6か月時点の

退院率を 84％以上，1年時点の退院率を 90％以上とすることを基本とする。 

指 標 の 説 明  精神障害者が地域生活へ移行するための成果を計る指標です。 

 

 

（２） 障害福祉サービスの実績と見込み（活動指標） 

事 業 № １ 生活訓練等事業 （第４章 障害福祉計画 p167） 

事 業 種 別 地域生活支援事業・その他の事業 

概 要 と 方 針 

在宅の心身に障害を有するかたに対し，日常生活の質の向上及び社会的自

立を促すことを目的とした事業等を行います。また，2019 年度からは，実

施場所である教育福祉会館の耐震化等工事が予定されているため，これに合

わせて実施内容等の見直しを予定しております。 

指 標 の 説 明 生活訓練等の充実度を計る指標です。 
 

サービス見込み量 第４期実績 第５期推計 

サービス種別 単位 
2015 

年度 

2016 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

生活訓練等事業 人/年 91 61 50 50 50 
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柱７ 

安全・安心な生活環境の整備 

 

（１） 基 本 方 針 

障害者が住みなれた地域で安全・安心な生活を実現するため，災害や犯罪の被害に遭う

ことがないよう，地域における見守り体制を充実させるなど，地域ぐるみで障害者の防災・

防犯体制の充実を図ります。 

また，障害者でも安全に外出し，社会参加ができるようバリアフリー化等の推進や公共

交通の利便性の確保など「福祉のまちづくり」を推進します。 

 

 

（２） 施策の体系 

 

施策１ 安全対策（防災，防犯等）の推進 

  
  

取組１ 災害や緊急時等の対策の推進 ①～④ 
  
   
  

取組２ 防犯体制の充実 ① 
  

 

施策２ 福祉のまちづくり 

  
  

取組１ バリアフリー化等の推進 ①～③ 
  
   
  

取組２ 公共交通の利便性の確保 ① 
  

 

柱
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施策１ 安全対策（防災，防犯等）の推進 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者に配慮した災害時の避難支援体制や避難所整備を推進します。 

▶ 障害者が犯罪行為の対象にならないよう，防犯体制の整備を推進します。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ 災害や緊急時等の対策の推進 

東日本大震災では，地域住民自身による自助，地域コミュニティにおける共助が，避難

誘導・避難所運営等において重要な役割を果たしました。 

市では，柏市防災福祉Ｋ-Ｎｅｔ事業により，災害時における要配慮者の支援に努めてい

るところですが，アンケート調査では，登録していないかたが約５割，知らないかたが約

３割という結果のほか，災害時に近所に助けを求められる人がいないかたが約４割という

結果になりました。 

災害対策基本法の改正により，市が「避難行動要支援者名簿」を作成することが義務づ

けられたことから，柏市防災福祉Ｋ-Ｎｅｔを主軸とした要配慮者の支援体制を強化すると

ともに，更なる周知・啓発活動を進めることが必要です。 

また，アンケート調査では，災害が起きたときに支援してほしいこととして，「災害情報

の提供」という回答がどの障害でも多くなっています。 

市では，障害関係施設を災害時に要配慮者の避難所施設として活用できるよう，協定締

結を進めています。引き続き，障害者に配慮した災害情報の提供方法，避難体制，避難所

の確保を進めることが重要です。 

⇒ 取組１（131 ページ） 

 

■ 防犯体制の充実 

2016 年度に，神奈川県相模原市の障害者支援施設において，多数の入所者の尊い命が

奪われる痛ましい事件が発生しました。 

障害者は，犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く，不安感も強いことから，障害者を犯

罪から守り，安全・安心なまちづくりを推進するため，防犯体制の強化に努める必要があ

ります。 

⇒ 取組２（133 ページ） 
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取組１ 災害や緊急時等の対策の推進 

災害時に，障害者が周囲の支援を受けながら速やかに避難できるよう，「災害時要配慮者

対策」を推進します。さらに，避難所でもパニック等を起こさずに安心して過ごせるよう，

障害に配慮した避難所の整備に努めます。 

 

① 災害時要配慮者対策の充実 〔災害時障害者支援ハンドブック〕 

概 要 と 

方 針 

「柏市防災福祉 K-Net」を中心として，地域

の実情を踏まえた障害者の支援体制の強化を促

進します。 

また，各自主防災組織等が開催する防災講習会

において，防災安全課職員が災害時要配慮者対策

や支援事項等について説明を行います。 

主 な 

事 業 
◇柏市防災福祉Ｋ－Ｎｅｔ（○福社会福祉課，○総防災安全課） 

 

関連事業 

○避難行動要支援者名簿の整備・活用 

 

 

○災害時障害者支援ハンドブックの配布（再掲） 

○福社会福祉課 

○総防災安全課 

○福障害福祉課 

○福障害福祉課 

 

「柏市犯罪発生マップ」 

本市では，柏市犯罪発生マップを年に2回作成し，

町会・自治会・区等で回覧しています。 

この柏市犯罪発生マップには，住宅対象侵入盗，

自動車盗，車上・部品ねらい，ひったくりの 4 罪種

等の発生状況を，コミュニティエリア別，大字別に

表示しています。 
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② 緊急時を想定した障害者への対応 〔緊急通報システム〕 

概 要 と 

方 針 

緊急時に，あらかじめ登録のある聴覚障害者が

自宅や市内各所で事故に遭遇した際など，携帯電

話のインターネット回線を利用し，消防車，救急

車の要請を緊急通報システム（NＥＴ119）にて

受け付けます。登録されていないかたの緊急通報

は，ファックスにて受け付けます。 

また，災害が発生した際などに，あらかじめ登録のあるかたへ，状況に

よりファックスやメール，ツイッターによる情報発信を行います。 
 

関連事業 

○ファックス１１９ 

○ＮＥＴ１１９新規 

○かしわメール配信サービスやツイッターによる情報発信 

 

○聴覚障害者への災害情報ファックス配信 

○消警防課 

○消警防課 

○総防災安全課 

○地広報広聴課 

○福障害福祉課 

 

③ 障害に配慮した避難所の整備 〔防災訓練〕 

概 要 と 

方 針 

市内の障害者入所施設や旅館等と協定を結

び，災害発生時に，要配慮者を対象とした二

次的避難所（福祉避難所）を開設します。 

また，各避難所において，聴覚障害者への

情報支援策としてホワイトボードなどの配備

を進めるとともに，各拠点に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 
 

関連事業 

○二次的避難所（福祉避難所）の設置 

 

○避難所におけるホワイトボードなどの設置 

○災害時における意思疎通支援者の派遣 

○総防災安全課 

○福障害福祉課 

○総防災安全課 

○福障害福祉課 
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④ 緊急時の円滑な支援 
〔ヘルプカード〕 

〔救急医療情報キット〕 

概 要 と 

方 針 

災害時の備えとなるヘルプカードを配布する

とともに，聴覚障害者を対象に災害時の情報ツー

ルとして「防災ミニブック」を配布します。 

 

 

また，災害時要配慮者のうち柏市防災福祉Ｋ－

Ｎｅｔ登録者を対象に，「救急医療情報キット」を

配布し，災害時や救急時における活用を図ります。 

主 な 

事 業 
◇ヘルプカードの配布（○福障害福祉課） 

 

関連事業 

○災害時あんしんマップ 

○聴覚障害者用防災ミニブックの配布 

○救急医療情報キットの配布 

○総防災安全課 

○福障害福祉課 

○福社会福祉課 

 

取組２ 防犯体制の充実 

障害者について，訪問販売などを含む犯罪から守り，安全・安心なまちづくりを推進す

るため，地域の防犯体制を強化します。 

 

① 障害者を犯罪から守る体制の整備 〔サポカー〕 

概 要 と 

方 針 

障害者をはじめ，地域住民が犯罪被害に遭わな

いよう，防犯体制を強化します。また，消費生活

（悪質商法含む）に関する相談や消費者講座を行

い，消費者被害の発生防止に努めます。 
 

関連事業 

○犯罪発生マップの配布 

○不審者情報等のメール配信 

○市民安全パトロール隊事業（サポカー）による地域巡回 

○消費者生活相談 

○消費者教育 

○総防災安全課 

○総防災安全課 

○総防災安全課 

○市消費生活センター 

○市消費生活センター 
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施策２ 福祉のまちづくり 

（１） 施 策 の 目 的 

▶ 障害者が安心して外出できるバリアフリー環境を整備します。 

▶ 障害者の社会参加を支援するため，公共交通の利便性を向上させます。 

 

 

（２） 現状と主な課題 

■ バリアフリー化等の推進 

市では，2010 年３月に「柏市バリアフリー基本構想」を策定するなど，バリアフリー

への環境整備を進めています。 

しかし，アンケート調査によると，バリアフリー化を進めていく上で力を入れてほしい

こととして，「道路の整備」や「公共機関の整備」が上位回答となっています。また，ヒア

リングでは，障害者でも歩きやすい歩道の整備が求められています。 

歩道の傾斜や凹凸の改善，安全に歩行ができる空間の確保，多目的トイレ設置など誰も

が利用しやすいハード面のバリアフリー化等環境整備に取り組む必要があります。 

⇒ 取組１（134 ページ） 

 

■ 公共交通の利便性の確保 

地域には，車いすのかたなど公共交通機関を利用することが困難なかたや，公共の交通

機関がなく移動が不便な地域に住んでいるかたなど，移動に配慮が必要なかたがいます。 

アンケート調査では，バリアフリー化を進めていく上で力を入れてほしいこととして，

「公共交通の整備」が上位回答となっています。特に，肢体不自由障害で５割を超える回

答となっています。 

障害者の外出や就労・地域活動などへの積極的な参加を促進するため，移動しやすい環

境づくりを進める必要があります。 

⇒ 取組２（135 ページ） 
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取組１ バリアフリー化等の推進 

障害者，高齢者，子どもなど，誰もが安全で，使いやすいまちづくりを目指して，道路，

建築物，公園，交通施設など都市基盤施設や公共交通におけるバリアフリー化・ユニバー

サルデザイン化を推進・促進します。 

 

① 障害者に配慮した都市基盤の整備 〔多目的トイレ〕 

概 要 と 

方 針 

障害者や高齢者など，誰もが利用しやすい都市

基盤整備に努めます。 

主 な 

事 業 
◇「福祉のまちづくり」基準の適合指導（○福障害福祉課，○都建築指導課） 

 

関連事業 

○安心して利用できる公園の整備及び管理 

 

○交通安全対策 

○柏市バリアフリー基本構想 

○市営駐輪場の「思いやりスペース」の設置 

○安心して通行できる道路・歩行空間の整備 

○学校施設のバリアフリー整備 

○多目的トイレの設置 

○教育福祉会館耐震改修等工事新規（再掲） 

 

 

 

○鉄道駅のバリアフリー整備 

○都公園緑政課 

○都公園管理課 

○土道路保全課 

○都都市計画課 

○土交通施設課 

○土道路整備課 

○教学校施設課 

○地地域支援課 

○教公民館 

○福社会福祉課 

○福高齢者支援課 

○福障害福祉課 

○土交通政策課 

 

② 歩行の妨げとなる違法物への対策強化  

概 要 と 

方 針 

無許可の立て看板の撤去や，路上に設置・陳列

されている看板や商品の撤去指導を実施し，安全

に歩行できる空間を確保します。 

また，「放置自転車対策事業」として，自転車

等放置禁止区域における放置自転車等を防止す

る対策を講じます。 
 

関連事業 

○歩行の妨げとなる違法物対策 

○放置自転車対策事業 

○土道路総務課 

○土交通施設課 
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③ 公共交通のバリアフリー化 〔ノンステップバス〕 

概 要 と 

方 針 

今後も交通事業者との連携を図りながら，ノン

ステップバスやＵＤタクシーの導入を推進しま

す。 

 

関連事業 

○バリアフリー化設備等整備事業 ○土交通政策課 

 

 

取組２ 公共交通の利便性の確保 

障害者の方を含め市民の方の社会参加や通院・通勤・通学の移動手段である公共交通

の利便性を確保します。 

 

① 日常移動手段の確保 〔カシワニクル〕 

概 要 と 

方 針 

公共交通機関の状況から配慮が必要な地域に

おいて，身体の不自由な方を含め市民の日常移動

手段の確保を目的に，かしわ乗合ジャンボタクシ

ー及び予約型相乗りタクシー「カシワニクル」を

運行します。 
 

関連事業 

○かしわ乗合ジャンボタクシー及び予約型相乗りタクシー

「カシワニクル」 

○土交通政策課 

 

 

「カシワニクル」 

本市では，地域の皆さんの買物や通院などの日常生活あるいはレクリエーションや

観光など，沼南地域の移動手段として予約制の相乗りタクシー「カシワニクル」が運

行しています。 

同じ方向に行きたい人がいる場合，バスのように他の人と相乗りしながら目的地に

向かいます。 

 

 


